
明
代
遼
陽
の
東
寧
衛
に
つ
い
て

河

内

良

ヲム

一
遼
陽
と
東
寧
街

二

東

寧

街

前

史

三
東
寧
衡
の
設
置
と
女
輿
人
の
流
入

四
東
寧
衛
へ
の
朝
鮮
園
人
の
流
入

五
東
寧
衡
人
口
の
披
散

六
東
寧
術
の
改
組

七
東
寧
衡
人
の
生
活

付
外
交
使
節
の
輩
出

口

通

事

八
東
寧
衡
の
終
正局

- 89ー

第
一
節

遼

陽

と

東

寧

衛

明
代
の
遼
陽
に
は
、
城
の
北
郡
に
北
城
と
呼
ば
れ
る
一
角
が
あ
り
、
そ
こ
に
東
寧
衛
と
い
う
市
街
が
あ

っ
た
。
市
街
と
い
う
に
は
注
樟
が
要

る
。
衛
と
は
も
と
も
と
役
所
あ
る
い
は
兵
管
の
意
で
あ
る
が
、

遼
東
地
方
で
は
遼
海
衛
・

贋
寧
衛

・
渚
陽
衡
な
ど
の
衡
の
如
く
、
外
敵
か
ら
明
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園
を
防
衛
す
る
任
を
幣
び
た
役
所
の
謂
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
相
躍
の
兵
員
と
こ
れ
を
牧
容
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
衛
は
城
壁
に
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固
ま
れ
て
お
り
、
域
内
は
ま
た
一
般
居
民
の
市
街
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
う
し
た
市
街
を
含
め
て
衛
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ

た
。
し
か
し
東
寧
衛
は

街
と
い
う
に
近
く

明
園
防
衛
の
た
め
に
置
か
れ
た
衛
で
は
な
い
。
そ
れ
は
贋
寧
街

・
落
陽
衛
な
ど
と
は
全
く
成
り
立
ち
を
異
に
し
、
そ
の
性
格
か
ら
見
れ
ば
輯
燦

し
か
し
東
寧
衝
は
罷
際
荷
と
全
く
同
じ
も
の
で
は
な

そ
の
質
瞳
か
ら
み
れ
ば
多
民
族
都
市
と
い
う
方
が
嘗
っ

て
い
る
。

ぃ
。
そ
れ
が
女
員
諸
衡
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
成
立
の
仕
方
に
あ
る
。
女
員
諸
衛
が
女
員
の
俸
統
的
村
落
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
ち
、
血
縁
的
吐

舎
の
様
相
を
色
濃
く
残
し
て
い
た
の
に
封
し
、
東
寧
衛
は
女
員
系
と
朝
鮮
系
の
先
住
民
と
流
民
が
雑
居
し
、
い
く
ば
く
か
の
中
園
人
も
混
住
す

(
1
〉

る
多
民
族
都
市
で
あ
っ

た
。
こ
の
東
寧
衛
に

つ
い
て
は
、
岡
田
英
弘
氏
が

「
元
の
藩
王
と
遼
陽
行
省
」
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
以
外
に
は
、
内

外
の
研
究
者
の
注
目
を
引
い
た
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
明
代

の
遼
東
に
お
け
る
女
員
人
や
朝
鮮
人
の
活
動
の
貫
鐙
を
知
る

上
で
、
東
寧
衡
の
研
究
の
意
義
は
す
く
な
く
な
い
と
思
う
の

- 90ー

で
、
こ
こ
に
所
見
を
陳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

『皇明九迩考」

明
代
の
遼
陽
は
遼
東
守
備
の
要
地
で
あ
っ
た
。
明
の
嘉
靖

二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
競
換
の
『
皇
明
九
溢
考
』
の
巻
首
の

九
進
国
(
第

一
園
)
に
は

遼
東
地
方
を
め
ぐ
る
漫
靖
(
長

第 1園

城
)
が
園
示
さ
れ

過
塘
ぞ
い
に
傘
型
に
展
開
す
る
数
十
の

壁
の
あ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
壁
は
明
の
官
兵
の
駐

屯
す
る
防
禦
施
設
で
あ
り
、

傘
の
頂
貼
に
は
開
原
城
と
こ
れ

を
守
る
数
量
が
な
ら
び
、
要
の
部
分
に
遼
陽
(
遼
東
銀
〉
が
位

置
す
る
。
中
園
に
は
天
下
は
す
べ
て
王
土
と
な
す
濁
自
の
天
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下
観
が
あ
る
が
、

貰
際
に
は
明
園
人
は
こ
の
傘
の
内
が
中

園
の
土
地
で
あ
る
と
い
う
強
い
意
識
を
持
っ
て
い
た
。

明
代
の
遼
陽
に
は
洪
武
四
年
七
月
、
定
遼
都
衛
指
揮
使

司
が
置
か
れ
、

遼
東
諸
衛
の
軍
馬
を
穂
轄
し
、
城
池
を
修

治
す
る
任
務
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
(
『
大
明
太
租
寅
録
』
巻
六

七
、
洪
武
四
年
秋
七
月
辛
亥
朔
)。

以
後
、

遼
陽
は
漫
境
の
重

鎮
と
な
り
、
洪
武
八
年
、
定
遼
都
衛
指
揮
使
司
は
遼
東
都

指
揮
使
司
と
改
稿
さ
れ
、

明
末
に
到
る
ま
で
こ
の
方
面

の
軍
政
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
(
『
大
明
太
租
貧
録
』
巻一

O

て
洪
武
八
年
冬
十
月
笑
丑
)
。

- 91ー

遼
陽
域
内
に
は
遼
東
都
司
の
外
、
苑
馬
寺
、
太
僕
寺
、

都
察
院
、
副
穂
兵
府
な
ど
の
役
所
や
、
定
遼
中
衛
、
定
遼

左
衛
、
定
遼
右
衛
、
定
遼
前
衛
、
定
遼
後
衛
等
の
兵
替
が

軒
を
並
べ
、
有
事
の
丘
(
饗
に
時
を
置
か
ず
即
麗
し
得
る
兵

員
を
擁
し
て
い
た
。

第2園

明
代
の
遼
陽
城
は
本
城
と
北
城
と
の
こ
つ
の
匡
劃
か
ら

成

っ
て
い
た
が
、
こ
の
匡
劃
は

一
朝
に
し
て
成

っ
た
も
の

で
は
な
い
。
『
遼
東
士
山
』
巻

て

地
理
、
古
蹟
の
僚
に

は
、
こ
の
城
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
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あ
る
。

裏
卒
城
は
遼
陽
城
の
西
北
隅
に
在
っ
た
。
今
は
定
遼
左
右
後
三
術
の
治
所
で
あ
る
。
高
麗
城
は
遼
陽
城
の
東
南
隅
に
在
っ
た
。
今
は
定
遼

中
術
の
治
所
で
あ
る
。
品
問
海
城
は
遼
陽
城
東
北
隅
に
在
っ
た
。
今
は
定
遼
前
衡
の
治
所
で
あ
る
。
女
直
披
は
遼
陽
城
の
北
に
在

っ
た
。
今

は
東
寧
街
の
治
所
で
あ
る
。
以
上
四
城
は
今
併
せ
て
遼
陽

一
城
と
な
っ
て
い
る
。

。

こ
の

一
文
に
よ
れ
ば
北
城
は
明
代
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
右
の
一
文
に
も
と
づ
き
、

遼
陽
城
の
な
り
た
ち
を
や
や
く
わ
し
く
述
、
ベ
る

と、

遼
陽
に
は
も
と
も
と
裏
卒

・
高
麗

・
溺
海
・
女
直
の
四
城
、
が
あ
っ
た
。
裏
卒

城
に
つ
い
て
は
、
康
照
二
十
年
撰
修
の
『
遼
陽
州
志
』
巻
二
十
、
古
蹟
の
僚
に
、

古
裏
卒
懸
。
漢
置
く
。
貌
菅
こ
れ
に
因
る
。
の
ち
高
麗
に
入
り
、
鯨
名
は
途

- 92-

に
陵
せ
ら
る
。
城
の
西
北
隅
は
明
の
左
右
後
三
衡
が
治
所
を
置
き
し
地
な
り

と
相
停
う
。

遼陽州園 『遼陽升|志』

と
あ
り
、
高
麗
城
に

つ
い
て
は
同
書
に

高
麗
域
。
高
麗
が
遼
東
に
擦
り
し
時
建
て
た
り
。
ま
た
遼
東
城
と
名
附
け
ら

る
。
今
の
州
城
の
東
南
隅
は
明
の
定
遼
中
衡
の
治
所
な
り
と
相
俸
う
。
高
麗

営
と
俗
稽
せ
ら
る
る
は
其
の
故
祉
也
。

と
あ
り
、
激
海
域
に
つ
い
て
は
同
書
に

第3園

古
渦
海
域
。
唐
の
時
、
激
海
の
大
氏
が
建
つ
。

今
の
州
域
の
東
北
隅
に
在

り
。
遼
が
東
京
を
改
横
せ
し
と
き
、途
に
慶
せ
ら
る
。

『
遼
陽
州
志
』
に
は
女
直
城
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、

遼
陽
城

と
見
え
る
。
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司成州場ょ之

ロ
J口

に
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
に
異
な
っ
た
事
情
に
よ

っ
て
築
か
れ
た
四
城
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
明

代
初
期
に
整
理
さ
れ
遼
陽
城
と
な

っ
た
も
の
で

あ
る
。
匡
劃
整
理
の
さ
い
、
裏
卒
・
高
麗
・
溺

海
の
三
域
は
一
括
し
て
一
城
と
さ
れ
た
が
、
前

掲
『
遼
東
志
』
に
「
女
直
城
、
在
遼
陽
城
北、

今
東
寧
衛
治
」
と
見
え
る
か
ら
、
こ
の
記
事
と

地
固
と
を
照
合
す
る
と
、
所
謂
「
女
直
城
」
の

み
は
あ
た
か
も
隔
離
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
に
お

- 93一

か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

遼陽州城園『遼陽州志』

『
遼
東
士
山
』
所
牧
の
「
遼
東
都
司
治
衛
山
川

地
理
圃
」

(
第
二
園
〉
、
お
よ
び

『
蓬
陽
州
志
』

「
遼
陽
州
圃
」
〈
第
三

(
康
照
二
十
年
撰
〉
所
牧

園
)
、
お
よ
び
「
遼
陽
州
城
園
」

よ
る
と
、

遼
陽
城
の
北
に
は
造
り
出
し
の
城
が

(
第
四
圏
)
に

第4園

附
設
さ
れ
て
い
る
。

「
北
城
、
原
園
依
北
門
、
竣
遼
東
志
建
置
士
山
遼

陽
域
注
及
本
国
考
注
補
」
と
見
え
る
か
ら
、
こ

『全
遼
志
』
校
勘
記
に
は

の
造
り
出
し
は
「
北
城
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。



682 

た
だ
し
『
遼
陽
州
志
』
で
は
外
城
と
稽
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
北
城
す
な
わ
ち
外
城
が
前
記
の
女
直
城
に
嘗
り
、
東
鐙7

衡
は
こ
の
域
内
に
あ
っ
た
。

『全
遼
士山
』
所
牧
の

「
遼
陽
鎮
城
園」

〈
第
五
園
)
で

は
、
北
城
の
部
分
に
東
寧
倉

・
東
寧
衛

・
自
在
州
の
三
施

設
名
を
入
れ
、
周
圏
の
城
壁
に
四
門
の
あ
っ
た
こ
と
が
固

『
遼
陽
州
志
』
の
遼
陽
州
城
固
で
も
こ

示
さ
れ
て
い
る
。

の
造
り
出
し
を
園
示
し、

周
園
の
四
門
が
北
か
ら
時
計
ま

わ
り
に
、
外
北
門
、
高
麗
門
、
裡
北
門
、
小
西
門
と
呼
ば

- 94ー

『全遼志』附図

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
民
園
十
六
年
刊
の

『
遼

陽
蘇
志
』
の
附
固
で
は
、

大
北
門
、
高
力
門
、
北
鍛
門
は

記
さ
れ
る
が
、
遼
陽
城
と
北
城
と
を
隔
て
た
城
壁
は
す
で

に
撤
去
さ
れ
た
ら
し
く
て
見
あ
た
ら
ず
、
従
っ
て
城
門
も

記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
北
城
に
は
さ
ら
に
土
城
が
附
属

し
て
い
た
ら
し
い
。

『
遼
東
志
』

「
遼
東
都
司
治
衛
山
川

地
理
園
」
や
『
全
遼
士山
』

「
遼
陽
鎮
城
園
」
に
北
城
の
東

第5園

北
角
か
ら
遼
陽
本
城
の
東
北
角
に
か
け
て
記
さ
れ
る
土
城

ら
し
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
恐
ら
く
北
城
築
造
後
人
口

が
増
加
し
た
の
で
、
後
年
さ
ら
に
増
設
し
た
も
の
で
あ
ろ



ぅ
。
遼
陽
城
が
こ
の
よ
う
な
造
り
出
し
を
持
っ
て
い
る
の
は
尋
常
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
節

東

寧

街

前

史

こ
こ
で
明
代
に
到
る
ま
で
の
東
寧
衛
の
歴
史
を
略
述
し
て
お
き
た
い
。
遼
陽
の
起
源
は
、
古
く
は
戦
園
の
燕
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
燕
で

は
昭
王
の
時
、
秦
聞
を
賂
と
し
て
東
胡
を
攻
め
、
造
陽
(
河
北
省
懐
来
豚
附
近
)
か
ら
裏
卒
に
到
る
長
城
を
築
き
、
長
城
ぞ
い
に
上
谷
、
漁
陽
、

右
北
卒
、
遼
西
、
遼
東
の
諸
郡
を
置
い
た
。
遼
東
郡
の
治
所
は
裏
卒
で
、
裏
卒
は
今
日
の
遼
陽
附
近
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

秦
は
前
代
の
遼
東
郡
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
、
裏
卒
を
郡
治
と
定
め
た
。
漢
も
遼
東
郡
を
置
き
、
郡
治
は
裏
卒
鯨
で
あ
っ
た
。
漢
で
は
別
に
遼

陽
田
耕
を
設
け
た
が
、
こ
れ
は
今
の
遼
陽
の
地
で
は
な
く
、
藩
陽
西
南
の
彰
義
姑
あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
近
年
遼
陽
地
方
か
ら
漢
代
の
遺
物

(
2〉

が
護
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
地
が
漢
の
朝
鮮
お
よ
び
東
北
支
配
の
中
心
で
あ
り
、
且
交
通
の
要
衝
に
嘗
り
、
漢
の
高
官
の
滞
在
す
る

後
漢
末
、
霊
脅
の
頃
、
遼
東
太
守
公
孫
度
は
蓑
卒
を
根
接
地
と
し
て
勢
力
を
張
り
、
以
後
子
孫
三
代
五
十
年
間
、
裏
卒
は
繁
楽
し
、

東
北
随

一
の
都
市
と
な
っ
た
。
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政
治
的
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

貌
で
は
一
時
運
東
・
遼
西
郡
を
改
め
て
卒
州
と
し
、
州
治
を
裏
卒
に
置
き
、
菅
で
も
こ
の
地
に
卒
州
を
置
き
、
遼
東

・
築
浪
等
五
郡
を
管
轄

し
、
州
治
を
裏
卒
に
置
い
た
。
太
輿
二
年
さ
二
九
〉
鮮
卑
慕
容
魔
は
裏
卒
を
占
領
す
る
と
、
裏
卒
を
卒
州
の
治
所
、
遼
東
郡
の
郡
治
と
し
た
。

高
句
麗
の
贋
開
土
王
の
時
代
に
、
遼
東
郡
は
高
句
麗
の
有
に
簡
し
、
遼
東
城
は
高
句
麗
に
占
領
さ
れ
た
。
こ
の
遼
東
城
は
今
日
の
遼
陽
附
近

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
遼
東
城
は
大
業
八
年
(
六
ご
一
〉
三
月
、
九
年
四
月
の
二
度
に
わ
た
り
、
惰
軍
の
攻
圏
を
撃
退
し
た
が
、

貞
観
十
九
年

(
六
四
五
)
五
月
、
唐
箪
に
圏
ま
れ
陥
落
し
た
。
唐
は
こ
の
地
方
を
遼
州
と
改
名
し
た
。

し
か
し
唐
の
こ
の
地
に
劃
す
る
支
配
は
名
目
的
で
あ

っ
た
が
ら
、
唐
末
に
到
る
ま
で
一
種
の
無
政
府
的
朕
態
が
つ
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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崩
海
園
は
遼
州
(
遼
陽
地
方
〉
を
領
有
し
た
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
遼
州
は
湖
海
か
ら
唐
に
到
る
交
遁
路
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
か
ら
、
物
資
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集
散
の
宿
場
都
市
と
し
て
繁
祭
し
つ
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
。

契
丹
は
神
加
三
年
(
九
一
八
)
十
二
月
、

遼
東
故
城
す
な
わ
ち
今
日
の
遼
陽
附
近
を
占
領
し
、
こ
れ
以
後
こ
の
地
は
契
丹
(
遼
)
に
蹄
属
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
契
丹
は
神
加
四
年
二
月
、

遼
東
故
城
を
改
名
し
て
東
卒
郡
と
し
、
こ
の
地
に
郡
治
を
置
き
、
漢
人
と
激
海
戸
を
移
し
、
防
禦

使
を
置
い
た
。
そ
し
て
天
顔
元
年
(
九
一
一
六
)
正
月
、
契
丹
は
溺
海
園
の
園
都
忽
汗
城
を
攻
め
て
働
海
園
を
滅
ぼ
し、

天
額
三
年
十
二
月
、
東
卒

郡
を
昇
し
て
南
京
と
し
、

城
を
天
一隅
城
と
名
附
け
、
溺
海
の
貴
族
、
豪
族
を
こ
の
地
に
移
住
さ
せ
た
。
太
宗
は
同
年
、
同
城
を
修
築
さ
せ
て
い

る。

『
遼
史
』
巻
三
八
、
地
理
志
二
、

東
京
遁
の
僚
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
城
は
高
さ
三
丈
、

周
囲
三
十
里、

八
門
を
有
し
、
東
北
隅
に
高
さ
三

丈
の
宮
城
が
あ
り
、
敵
棲
を
そ
な
え
、
大
内
に
は
二
殿
を
建
て
、

宮
績
を
置
か
ず
、
内
省
使
副
判
官
が
こ
れ
を
守
り
、

「
大
東
丹
園
新
建
南
京

市
が
、
タ
に
は
北
市
が
聞
か
れ
た
と
い
う
。

う
に
な
っ
た
。
戸
数
回
高
六
百
四
、

管
轄
の
州
府
軍
城
は
八
十
七
、

統
鯨
九
で
あ
っ
た
。

碑
」
が
宮
門
の
南
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、

宮
崎
の
北
に
護
園
皇
帝
の
御
容
殿
が
あ
り
、
外
城
は
漠
城
と
も
呼
ば
れ
る
一商
業
匿
劃
で
、
朝
に
は
南

そ
の
後
天
額
十
三
年

(曾
同
元
年

・
九
三
八〉
、

南
京
を
改
名
し
て
東
京
府
と
し
遼
陽
と
稽
す
る
よ

一
一
一
四
年
(
遼
・

天
慶
四
)
に
金
の
太
租
阿
骨
打
が
挙
兵
す
る
と
、
遼
陽
の
溺
海
人
高
永
昌
も
こ
れ
と
呼
雁
し
て
遼
に
叛
き
、

一
一
一
六
年
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(
金
・
枚
函
二
〉
遼
陽
を
占
領
し
た
。

し
か
し
阿
骨
打
は
高
永
昌
の
勢
力
の
強
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
、

高
永
昌
を
討
卒
し
た
。

そ
れ
以
後
遺
陽

は
金
園
の
治
下
に
入
っ
た
が

金
も
濯
の
制
を
襲
っ
て
、

こ
の
地
を
東
京
遼
陽
府
と
稽
し
た
。

天
曾
十
年
(
一
二
三

一〉
南
京
と
改
名
し
た
が

ま
も
な
く
奮
名
に
復
し
て
い
る
。

周
知
の
如
く
激
海
の
統
治
階
級
は
高
句
麗
遺
民
や
粟
末
抹
輔
を
主
瞳
と
し
た
抹
掲
族
で
あ
る
。
生
女
員
は
黒
水
株
畑
輔
の
後
議
で
あ
る
が
、
彼

等
は
高
句
麗
の
支
配
を
受
け
た
こ
と
も
な
く
、

働
海
園
の
治
下
に
あ
っ

た
か
ど
う
か
も
さ
だ
か
で
な
い
。

し
か
し

『
金
史
』
巻
二
、

太
組
本

紀
、
阿
骨
打
二
年
十
月
朔
の
僚
に
は
「
女
直
、
崩
海
本
同
一

家
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
働
海
人
と
女
員
人
と
は
民
族
的
に
近
親
関
係
に
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
金
一

代
百
二
十
年
聞
に
、
遼
陽
に
お
け
る
雨
者
の
雑
居
と
同
化
は
い
っ
そ
う
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

チ
ン
ギ
ス
汗
の
即
位
七
年
〈
一
二
一
二
)
十
二
月
、
遼
陽
は
蒙
古
の
遮
別
の
寧
に
占
領
さ
れ
た
が
、

金
末
の
動
飢
に
さ
い
し

遮
別
が
撤
兵



建
て
た
が
、
蒙
古
太
宗
五
年
(
一
二
三
三
〉
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。

す
る
と
蒲
鮮
高
奴
が
遼
陽
に
入
り
、
自
立
し
て
金
に
叛
旗
を
翻
え
し
、
園
競
を
大
員
と
稀
し
た
。
彼
は
後
に
豆
満
江
下
流
域
に
移
り
東
員
閣
を

金
王
朝
は
翌
太
宗
六
年
(
一
二
三
四
〉
に
滅
亡
し
た
が
、

し
か
し
遼
陽
に
は

引
き
つ
づ
き
女
員
人
が
在
住
し
、
元
の
支
配
を
迎
え
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

元
代
以
後
、
こ
の
地
に
は
女
員
人
に
加
え
て
高
麗
人
も
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
な
っ
た
の
は
高
麗
の
将
軍
洪
一
幅
源
が
元
に
降
伏

し
、
彼
と
部
下
の
流
民
と
が
こ
の
地
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
『
元
史
』
各
五
九
、
地
理
志
二
、

遼
陽
等
慮
行
中

書
省
、
落
陽
路
の
僚
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

港
陽
路
は
も
と
把
婁
の
故
地
で
あ
る
。
溺
海
の
大
氏
が
定
理
府
を
建
て
溶
定
二
州
を
都
督
し
た
。
こ
れ
が
溶
州
の
地
で
あ
る
。
契
丹
は
輿

遼
軍
と
な
し
、
金
は
昭
徳
軍
と
し
叉
顕
徳
軍
と
改
め
た
。
後
み
な
兵
火
に
焼
か
れ
た
。
元
一
初
、
遼
東
を
卒
定
し
た
。
高
麗
園
の
麟
州
神
騎

都
領
洪
一
幅
源
が
西
京
都
護
亀
州
四
十
除
城
を
率
い
て
来
降
し
た
の
で
、
各
鎮
守
司
を
立
て
官
を
設
け
そ
の
民
を
安
撫
し
た
。
の
ち
高
麗
が

ま
た
叛
く
と
、
洪
一
幅
源
は
衆
を
率
い
て
来
闘
し
た
の
で
、

高
麗
軍
民
高
戸
を
授
け
、
降
民
を
徒
し
遼
陽

・
溶
州
に
散
居
さ
せ
た
。
は
じ
め

て
城
郭
を
造
り
司
(
役
所
)
を
置
き
遼
陽
故
城
に
僑
治
さ
せ
た
。

安
撫
高
麗
軍
民
穂
管
府
と
改
稿
し
た
。
高
麗
が
奉
圏
内
附

す
る
に
及
び
、
四
年
、
ま
た
質
子
の
淳
を
安
撫
高
麗
軍
民
穂
管
と
し
、
二
千
絵
戸
を
分
領
し
溶
州
を
治
め
さ
せ
た
。
元
貞
二
年
、
両
司
を

併
せ
て
洛
陽
等
路
安
撫
高
麗
軍
民
総
管
府
と
な
し
、

遼
陽
故
械
に
治
せ
し
め
、
組
管
五
、
千
戸
二
十
四
、

百
戸
二
十
五
を
管
轄
さ
せ
た
。

中
統
二
年
、
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至
順
年
聞
の
銭
糧
戸
数
は
五
千
百
八
十
三
で
あ
る
。

洪
一
幅
源
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
巷
一
五
四
お
よ
び
『
高
麗
史
』
巻
一
三

O
、
列
俸
巻
四
三、

叛
逆
四
、

に
そ
れ
ぞ
れ
俸
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら

に
よ
れ
ば
洪
一
隅
源
は
麟
州
(
卒
安
北
道
義
州
)
の
都
領
で
あ
っ
た
父
洪
大
純
の
も
と
で
紳
騎
都
領
の
任
に
あ
っ
た
が
、

蒙
古
・
太
宗
一
ニ
)
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
高
麗
を
侵
略
す
る
と
、
西
京
都
護
亀
州
四
十
儀
城
を
率
い
て
降
伏
し
、

た
。

一
二
三
三
年
ハ
笑
巳
年
、
蒙
古
・
太
宗
五
年
)
高
麗
が
西
京
(現
在
の
卒
壇
)
を
攻
撃
す
る
と
、

一二

モ
ン
ゴ
ル
箪
の
官
高
同
麗
侵
略
に
協
力
し

洪
一
稿
踊
源
は
北
界
(
卒
安
南
北
遁
地
方
)
の
衆
を

685 

率
い
て
遼
東
に
亡
命
し
た
。
蒙
古
政
府
は
彼
の
忠
誠
を
嘉
し

一二
三
四
年
、
管
領
闘
附
高
麗
軍
民
組
管
を
授
け
、
彼
の
率
い
た
降
民
を
遼
陽
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や
溶
州
地
方
に
散
居
せ
し
め
、
城
郭
を
造
ら
せ、

逮
陽
を
治
所
と
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
蒙
古
の
侵
攻
に
悩
ん
だ
高
麗
は
、
王
族
の
王
俸
と
い
う
者
を
蒙
古
に
迭
り
人
質
と
し
た
。
前
述
の
洪
一帽
源
は
高
麗
人
亡
命
者
の
統

治
を
め
ぐ
っ
て
王
綜
と
反
目
針
立
し
て
い
た
が

一
二
五
八
年
(
蒙
古
・
憲
宗
八
、
高
麗

・
高
宗
四
五
)
憲
宗
メ

ン
ゲ

・
カ
l
ン
の
命
に
よ

っ
て
殺

さ
れ
た
。
し
か
し
彼
の
子
洪
茶
丘
は
一
二
六
一
年
(
中
統
二
、
高
麗
・
元
宗
二
)
父
の
菟
を
そ
そ
ぎ
、

管
領
鯨
附
高
麗
軍
民
総
管
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

同
年
、
洪
茶
丘
の
管
領
す
る
役
所
は
安
撫
高
麗
軍
民
総
管
府
と
改
稿
さ
れ
た
。
そ
の
治
所
は
父
親
の
そ
れ
と
同
様
に
遼
陽
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
が
前
記
の
『
元
史
』
地
理
志
に
記
さ
れ
る
如
く

一
二
六
三
年
(
中
統
四
、

高
麗

・元
宗
四
)
に
は

王
淳
も
ま
た
安
撫
吉
岡
麗
軍
民
総

管
に
任
ぜ
ら
れ
、
落
州
を
治
所
と
し
、
二
千
絵
戸
の
高
麗
流
亡
民
を
統
率
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
元
史
』
巻
六
、

世
組
本
紀
、

至
元
三
年

月
葵
酉
の
僚
に

「
立
渚
州

以
慮
高
麗
降
民
」

と
も
見
え
る
と
お
り
、

渚
州
は
至
元
三
年
(
二
二
ハ
六
〉
に
王
俸
の
率
い
る
高
麗
人
の
信
用
に
新
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設
さ
れ
た
行
政
直
劃
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
統
四
年
以
後
は
、
遼
陽
と
溶
州
の
二
箇
所
に
二
つ
の
安
撫
高
麗
軍
民
組
問
呂
府
が
併
存
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

し
か
し
以
上
二

つ
の
安
撫
高
麗
軍
民
総
管
府
は

一
二
九
六
年
(
元
貞
二
、
高
麗
・
忠
烈
王
二
二
〉
に
合
睡
し
、

「
溶
陽
等
路
安
撫
高
麗
軍
民
総

管
府
」
と
稽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
治
所
は
遼
陽
故
城
で
あ
っ
た
と
、
前
記

『
元
史
』
地
理
志
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
北
村
秀

(
3
)
 

人
氏
は
、
貫
際
の
治
所
は
渚
陽
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
或
は
遼
陽
は
名
目
的
治
所
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
名
目

的
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
遼
陽
は
同
線
管
府
の
治
所
で
あ
っ
て
、
寅
際
に
は
元
末
に
到
る
ま
で
こ
の
地
に
多
数
の
高
麗
人
が
居
住
し
、
女
員
人
と

共
存
し
て
一
箇
の
市
街
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。ほ

と
ん
ど
停
わ
っ
て
い
な
い
が
、

高
麗
人
の
流
入
に
よ

っ
て
先
住
民
で
あ
る
女
員
人
が
騒

『
元
史
』
で
は
巻
二
ハ
、
世
組
本
紀
、

至
元
二
十
八
年
十
二
月
乙
丑
に
「
遼
陽
洪
寛
女
直
部
民

機
。
借
高
麗
粟
、
賑
給
之
」
と
見
え
、
巻
一
七
、
世
組
本
紀
、
至
元
二
十
九
年
五
月
甲
午
に
「
遼
陽
水
達
達
女
直
飢
。
詔
忽
都
不
花
趣
海
運
給

元
代
の
遼
陽
地
方
に
お
け
る
女
員
人
の
消
息
は
、

逐
さ
れ
た
と
い
う
事
態
に
は
な
っ
て
い
な
い
。



之
」
と
か
、
巻
二
八
、
英
宗
本
紀
、
至
治
二
年
三
月
笑
未
に

「
賑
遼
陽
女
直
漢
軍
等
戸
餓
」
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
等
の
記
事
は
遼
陽
が
前
代

以
来
の
先
佳
民
た
る
女
員
人
と
新
来
の
高
麗
人
と
の
雑
居
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た

『
満
洲
金
石
志
』
巻
五
所
牧
の
藩
陽

路
城
陸
廟
記
に
見
え
る
「
落
陽
路
城
陸
廟
・功
徳
官
員
名
誌
」
に
は
線
管
高
麗
女
直
漢
軍
都
高
戸
の
肩
書
を
も
っ
た
官
人
が
す
く
な
か
ら
ず
名
を

連
ね
て
い
る
。
こ
の
碑
は
溶
陽
で
護
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
港
陽
地
方
も
ま
た
高
麗
女
員
南
民
族
の
雑
居
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
。元

代
の
遼
陽
地
方
が
高
麗
・
女
員
人
等
の
雑
居
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ほ
か
に
も
誼
擦
が
あ
る
。

そ
れ
は
ラ
シ
l
ド
・
ア
ル
・
デ
ィ

l
ン

何
回
田
宮
島
区
円
山
E
U
Z
の

E
S
F
a
E・、H
，
S
骨
子
『
所
牧
の
元
の
十
二
の
行
省
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
遼
陽
行
省
に
閲
す
る
記
述

(
4〉

の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
岡
田
英
弘
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、

(

5

)

 

正
明
氏
の
邦
語
需
に
よ
り
次
に
示
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
何
回
-onyZ
の
テ
キ
ス
ト
中
の
第
二
の
行
省
の
部
分
を
、
杉
山

第
二
番
目
は
女
直

((VE
R
Y同
八
甘
と
と
と
ソ
ラ

ン
カ

〈
ω巳
E
E曲〈
ω
o
-
2
2同
Jω
♀

g
雪印
)
の
園
(
主
同
志
向
)
の
省
(
回
古
島
八

。ョnw
u
 

回
y
s
m
)
で
あ
る
。

ソ
ラ
ン
カ
最
大
の
城
市
で
あ
る
チ
ュ

ー
ン
チ
ュ

l

(
n

E
ロ
円
吉
八
(
U
E旦
ロ
)
の
町
に
あ

る
。
ア
ル
マ
リ
ク
出
身
の
フ
サ
l
ム
・
ウ
γ
デ
ィ

l
ン
参
政

(恒
ロ
品
目
ロ
仏
-
U
Z
ω
曲目
n
r
g
w
)
の
息
子
ア
ッ
ラ
1
・
ウ
ッ
デ
ィ
l
ン
卒

」
の
政
鹿

2
Z
E〉
は
、

一
章
(
長
F
E
C仏
・
口
同
ロ
ヨ
ロ
口
r
削
ロ
)
と
ハ
サ

ン
左
丞
(
恒
自
由
H
M
N
Y
口

n
y
z
w〉
が
そ
こ
に
い
る
。

右
文
中
の
の
古
門
口

Z
は
女
直
を
、

ω己
削
ロ
}
内
心
白
は
高
麗
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

「
こ
の
政
鹿
」
の
所
在
地
の
冨
ロ

n
Z
と
は
恐
ら
く
溶
州

で
あ
ろ
う
。
元
朝
の
女
直
と
高
麗
と
を
治
め
る
政
鹿
、
す
な
わ
ち
遼
陽
行
省
は
遼
陽
に
存
し
、
藩
州
に
所
在
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
先
に
記
し

た
『
元
史
』
地
理
志
の
一
文
に
見
え
る
如
く
、
藩
陽
路
は
遼
陽
故
城
に
僑
治
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

わ
た
く
し
は
こ
こ
に
所
謂
チ
ュ

ー
ン

チ
ュ
!
と
は
寅
際
に
は
遼
陽
を
指
す
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
右
の
ラ
シ
ッ
ド
の
記
述
は
、

遼
陽
が
女
員
人
と
高
麗
人
と
の
雑
居
す
る
都
市
で
あ

っ
た
貫
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
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第
三
節

東
寧
衛
の
設
置
と
女
異
人
の
流
入

再
び
明
代
の
東
寧
衡
の
説
明
に
も
ど
り
た
い
。
洪
武
七
年
(
一三
七
四
、
恭
慾
王
二
三
〉
、
高
麗
で
は
反
元
親
明
の
恭
思
王
が
試
さ
れ
て
辛
椙
王

の
時
代
と
な
る
と
明
と
の
関
係
が
疎
遠
と
な
り
、
北
元
と
の
関
係
が
親
密
と
な

っ
た
。
高
麗
は
辛
調
二
年
(
洪
武
九
)
、
元
使
臭
抄
見
志
を
迎
え

同
三
年
(
洪
武
十
)
元
の
加
命
を
受
け
、
洪
武
の
年
挽
を
厳
し
、

元
の
宣
光
の
正
朔
を
奉
じ
た
。
蒙
古
で
は
そ
の
後
洪
武
十

一
年
、
昭
宗
ア
ユ
シ
リ
ダ
ラ
が
崩
じ
、
弟
の
ト
ク
ス
テ
ィ

ム
l
ル
が
後
を
襲

っ
た
が
、
こ
れ
以
後
勢
力
が
・
次
第
に
衰
え
、
洪
武
十
二
年
、
明
の

入
れ
て
厚
遇
し
、

将
軍
馬
雲
が
大
寧
を
征
し
、
同
十
四
年
、

徐
達
等
が
西
技
木
倫

・
藁
児
河
の
流
域
を
征
討
す
る
と
、

遼
東
地
方
に
も
動
揺
が
生
じ
、

遼
東
の
故

元
の
将
軍
等
の
投
降
が
相
つ
い
だ
。

『
大
明
質
録
』
洪
武
十
四
年
十
一

月
美
卯
の
僚
に
は
、
故
元
遺
民
六
十
九
人
が
女
員
千
戸
所
に
来
跨
じ
た

の
で
復
州
に
遺
蹄
せ
し
め
た
と
記
さ
れ
る
。

『
大
明
貫
録
』
で
女
員
の
文
字
の
表
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
女
員
千
戸
所
の
所

こ
れ
よ
り
先
、
洪
武
九
年
頃
、
明
の
周
鳴
の
軍
が
鴨
緑
江
・
東
寧

・
黄
城
な
ど
遼
東
の
か
な
り
奥
地
ま
で
出
兵
し
た
こ
と
を
、

巻
五
、
官
師
志
、
名
富
の
僚
の
周
鳴
の
俸
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

『遼
東
志
』
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在
は
わ
か
ら
な
い
。

洪
武
九
年
、
納
恰
出
が
金
州
を
犯
し
た
。
葉
旺
は
(
周
)
鳴
に
精
兵
を
率
い
さ
せ
、
蓋
州
城
南
に
逆
戦
さ
せ
た
。

(
顎
)
は
大
い
に
そ
の

衆
を
敗
り
安
不
刺
堂
に
到
り

つ
い
で
諸
軍
を
純
率
し

そ
の
巣
窟
に
深
入
し
、

東
寧
に
行
き
達
賊
を
逝
撃
し
、
胡
失
里
吉
に
到
り
鱒
戦
し
て
進
み
千
九
百
除
級
を
斬
獲
し、

の
ち
指
揮
徐
玉
と
東
寧
安
撫
司
等
鹿
を
招
討
し
、
そ
の
頭
目
と
人
民
千
九
十
鈴
口
を
獲
た
。
い
く

多
く
の
人
民
や
家
畜
を
得
た
。
ま
た
諸
軍
を
率
い
鴨
緑
江
と
東
寧

・
賀
城
等
地
方
を
征
哨

つ
い
で
東
寧
那
丹
府
嘉
州
に
往
き
、
相
前
後
し
て
安
撫
使
高
閥
出
・
副
使
劉
顕
な
ら
び
に

お
よ
そ
数
十
戦
し
、

数
百
除
紐
を
斬
首
し
、

掠
奪
し
た
物
を
取
り
返
し
て
鋳
つ

た
。

渠
帥
数
十

人
、
馬
牛
千
三
百
品駄
を
生
け
捕
っ
た
。

ば
く
も
な
く
薬
旺
は
春
蓋
等
慮
を
招
撫
し
、

し
、
数
え
き
れ
ぬ
程
の
人
民
と
馬
牛
を
得
た
。

頭
目
人
民
四
千
五
百
五
十
、
馬
牛
二
百
七
十
お
よ
び
金
銀
牌
・
銅
印
・
詰
文
を
招
獲
し
た
。
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東
寧
安
撫
司
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
異
設
が
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
和
田
読
の
如
く
鴨
緑
江
に
近
い
桓
仁
あ
た
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

う
。
遼
東
の
奥
地
に
達
し
た
明
の
勢
カ
は
、
さ
ら
に
鴨
緑
江
を
越
え
て
績
大
し
、
こ
の
た
め
洪
武
十
五
年
二
月
に
は
日
本
海
沿
岸
の
女
員
人
が

来
蹄
し
(
『
大
明
大
租
貫
録
』
洪
武
十
五
年
二
月
壬
戊
)
、
同
年
四
月
に
は
、
元
の
合
羅
首
門
戸
府
の
校
卒
と
鴨
緑
江
の
遺
民
二
千
六
百
八
十
六
人
が
遼

東
の
東
寧
草
河
千
戸
所
に
降
伏
し
た
。
『
大
明
太
租
寅
録
』
洪
武
十
五
年
四
月
辛
丑
の
僚
に
、

遼
東
東
寧

・
草
河
千
戸
所
の
招
降
し
た
故
元
合
羅
城
高
戸
府
の
校
卒
、
お
よ
び
鴨
緑
江
東
の
遺
民
お
よ
そ
二
千
六
百
八
十
六
人
は
遼
陽
に

選
っ
た
。
詔
し
彼
等
に
衣
糧
を
給
し
た
。

と
記
さ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

一合
羅
城
は
合
蘭
府
城
で
現
在
の
朝
鮮
威
鏡
南
道
の
威
輿
に
嘗
る
。

『
元
史
』
巻
五
九
、
地
理
二
に
、

合
蘭
府
水
達
達
等
路
は
土
地
が
贋
く
人
民
が
散
居
し
て
い
る
。
フロ
初

軍
民
高
戸
府
五
を
設
け
北
遁
を
鎮
撫
し
た
。

(
中
略
)
そ
の
居
民

は
み
な
水
達
達
と
女
直
の
人
で
あ
る
。

人
が
混
じ
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

と
見
え
る
か
ら
明
に
投
降
し
た
合
羅
城
高
戸
府
校
卒
は
女
員
人
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
前
僚
の
鴨
緑
江
東
遺
民
の
中
に
は
、
高
麗

後
論
の
如
く
遼
陽
に
東
寧

・
南

明
園
は
東
寧
へ
の
投
降
者
を
遼
陽
に
迭
り
衣
糧
を
給
し
、
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京
・
海
洋
・
草
河
・
女
直
の
五
千
戸
所
を
設
置
し
、
投
降
の
高
麗
女
直
官
民
を
分
隷
せ
し
め
た
。

ず
、
古
く
か
ら
の
遼
陽
住
民
の
一
部
も
、
彼
等
の
出
自
に
従
い
五
千
戸
所
の
い
ず
れ
か
に
ま
と
め
て
所
属
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
経
過
を
へ
て
洪
武
十
九
年
、
東
寧
衛
が
設
置
さ
れ
、
東
寧
以
下
五
千
戸
所
が
解
韓
さ
れ
、
左
右
中
前
後
等
五
千
戸
所

に
再
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
事
に
つ
い
て

『
大
明
太
租
貫
録
』
巻

一
七
八
、
洪
武
十
九
年
秋
七
月
戊
午
の
僚
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

東
寧
衛
を
置
く
。
は
じ
め
遼
東
都
指
揮
使
司
が
遼
陽
の
高
麗
・
女
直
来
錆
官
民
を
以
て
、
五
丁
ご
と
に

一
丁
を
以
て
編
し
て
軍
と
震
し
、

東
寧
・
南
京
・
海
洋
・
草
河
・
女
直
五
千
戸
所
を
立
て
、
こ
れ
に
分
譲
す
。
こ
こ
に
至
り
、
左
寧
都
督
歌
忠
の
請
に
従
い
、
東
寧
衡
を
改

置
し
左
右
中
前
後
五
所
を
立
つ
。
漢
寧
を
以
て
中
所
に
属
せ
し
め
、
定
遼
前
衛
指
揮
余
事
丙
恭
を
以
て
こ
れ
を
領
せ
し
む
。

恐
ら
く
は
こ
の
時
、

新
規
降
民
の
み
な
ら

689 

住
民
の
大
半
を
占
め
た
女
員
人
と
高
麗
人
は
左
右
前
後
所
の
い
ず
れ
か
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
中
所
の
み
は
漢
軍
に
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よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
漢
軍
は

ω降
民
中
の
漢
人
を
以
て
編
成
さ
れ
て
お
り
、
丙
恭
が
統
領
し
た
の
は
こ
の
中
所
の
漢
軍
の
み
で
あ

る
。

ω女
員
・
高
麗
の
降
民
の
監
視
役
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
、
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
恐
ら
く

ωで
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ

の
理
由
は
、
後
に
述
べ
る
遼
東
根
丘
一
官
曹
義
の
奏
(
正
統
八
年
三
月
甲
戊
)
に
「
其
東
寧
衛
鯨
降
達
官
人
等
、
原
無
街
門
官
員
管
属
」
と
記
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
漢
軍
が
降
民
の
監
督
に
任
ず
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
明
代
の
遼
陽
は
、
前
代
に
引
き
つ
づ
き
女
員
人

・
高
麗
人
と
い
く
ば
く
か
の
漢
人
の
雑
居
す
る
多
民
族
都
市
と
し

て
の
性
格
を
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
降
民
の
住
む

一
一部
、
す
な
わ
ち
東
寧
衛
の
所
在
す
る
遼
陽
北
城
は
、

従
来
の
所
謂
「
女
直

城
」
に
手
を
加
え
、
女
員

・
高
麗
人
を
明
園
人
か
ら
隔
離
し
、
自
由
な
往
来
を
阻
止
す
る
震
に
修
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

時
代
の
朝
鮮
園
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
責
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

『
李
朝
世
宗
貫
録
』
巷
一

O
て

二

十
五
年
九
月
壬
子
朔
に
記
さ
れ
る
戚
吉

道
都
観
察
使
鄭
甲
孫
の
馳
啓
に
、

」
の
事
は
李
朝

に
城
壁
を
築
き
こ
れ
に
居
ら
し
め
、
東
寧
衡
と
稿
し
以
て
区
別
す
。
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東
寧
衡
は
も
と
我
園
の
人
に
係
る
。
版
画
は
す
で
に
中
園
に
入
り
永
く
臣
一
安
と
な
れ
り
。
然
れ
ど
も
中
園
の
人
と
は
並
庭
せ
し
め
ず
、
別

と
記
さ
れ
、

『
李
朝
成
宗
貫
録
』
巻
五
五
、
六
年
五
月
葵
亥
に

上
叉
日
く
「
我
園
人
に
し
て
遼
東
に
逃
入
す
る
者
は
す
こ
ぶ
る
多
し
と
聞
く
。
何
を
以
て
禁
断
せ
ん
や
」
と
。
叔
舟
日
く
「
高
皇
帝
が
遼

東
塞
外
の
民
を
従
し
東
寧
衡
に
入
居
せ
し
め
て
よ
り
、
内
外
隔
絶
し
未
だ
相
通
ず
る
に
易
か
ら
ず
。
且
人
は
お
の
お
の
土
を
懐
か
し
む
。

何
ぞ
奮
居
を
棄
て
他
閣
に
往
く
を
肯
ん
ぜ
ん
や
。

と
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
は
あ
た
か
も
日
本
長
崎
の
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
よ
う
な
境
遇
で
あ
っ
た
。
出
島
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
の

関
連
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
東
寧
衛
の
場
合
は
明
園
の
境
域
の
た
だ
中
に
居
住
す
る
少
数
民
族
を
、

せ
ま
い
城
郭
内
に
封
じ
こ
め

ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
世
組
時
代
の
同
知
中
橿
院
事
梁
誠
之
は
、
洪
武
年
聞
の
東
寧
衛
所
属
の
高
麗
人
の
人
口
は
三
高
除
人
で
あ
っ

た

と
言
っ
て
い
る
(
『李
朝
世
租
貫
録
』
十
年
八
月
壬
午
朔
)
。
隔
雛
さ
れ
た
狭
い
地
域
に
三
高
人
も
の
人
が
住
め
ば
食
糧
が
不
足
し
飢
餓
朕
態
と
な



り
、
不
衛
生
な
瑳
境
の
篤
に
疫
病
が
護
生
し
、
政
情
不
安
が
か
ら
め
ば
容
易
に
パ
ニ
V

ク
欣
態
に
陥
る
。
建
文

・
永
繁
交
代
期
の
靖
難
の
獲
に

は
、
東
寧
衛
千
戸
林
八
刺
失
里
と
い
う
者
が
燕
王
の
箪
に
叛
き
、

了
巳
・
戊
辰
)
。

三
年
三
月
己
亥
の
僚
に
、 三

千
絵
戸
を
率
い
て
朝
鮮
に
逃
亡
し
た
(
『
李
朝
太
宗
貫
録
』
径
三
、

二
年
四
月

漫
散
(
逃
亡
〉
軍
人
を
明
園
に
解
迭
し
た
際
の
奏
本
が
記
さ
れ
る
が
、

そ
れ
に
は
逃
亡
人
員
に
つ
い
て
「
今
上
項
の
起
解
せ
る
漫
散
逃
来
軍
民
な
ら
び
に
家
小
の
線
数
を
も
っ
て
奏
本
に
閲
兵
す
。
漫
散
軍
民
は
泊
料
計

『
李
朝
太
宗
貫
録
』
巻
五
、

一
高
三
千
六
百
四
十
一
名
。
こ
の
中
に
解
迭
さ
れ
た
る
男
女
家
小
共

一
高
九
百
二
十
名
。
逃
亡
中
の
者
二
千
二
百
二
十
五
名
、
病
渡
せ
る
者
四

百
九
十
六
名
」
と
記
さ
れ
る
。
洪
武
年
聞
の
東
寧
衛
人
口
が
三
高
人
で
あ
っ
た
と
い
う
前
述
の
数
字
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
数
は
東
寧
衛

住
民
の
約
牢
ば
を
占
め
る
。
彼
等
は
主
に
高
麗
系
住
民
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
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敷答河千戸所鎮撫弗里出

忽見海衛所鎮撫火羅孫

古路慶之地頭目不里日合

肥I可衡指揮愈事木答恰

古里河術指揮愈事牙失答

建州術指揮余事連蓋

毛憐術指揮余事亦令合

亦馬山術試百戸姿刺

建州衛副千戸駁納

毛憐衡所鎮撫忽失剰

(奴見干)喜申術吉列迷車卜

可令河術指揮余事伯里寄

街不明，者E動

建州衛?l英加

6. T未

6.丁未

8. 9.丁卯

グ 10.11.丙成

ρ 13. 10.壬辰

宣徳元. 2.庚午

グ元. 3.丁未

グ元 3.丁未

グ 4.2 庚寅

ρ6. 3.戊辰

か 8.閏8.乙亥

グ 9. 8.戊申

正統7. 7.丁卯

景泰 2.10.丙子

永祭7.

// 守 E

」
う
し
た
居
民
の
逃
亡
は
、

隔
離
さ
れ
た
者
の
不
満
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
隔
離
朕
態
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
つ
づ
い
て
い
な
い
。
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永
幾
年
聞
に
入
り
明
園
が
女
員
と
の
馬
貿
易
に
積
極
的
に
乗
り
出
す
と
、

東
北
地
方
女
異
人
の
明
園
来
朝
が
相
つ
ぎ
、

馬
貿
易
が
盛
ん
と
な
り
、
東

寧
衛
人
、
中
で
も
女
員
系
の
そ
れ
も
城
を
出
て
南
北
に
自
由
に
往
来
交
易

が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

隔
離
朕
態
は

自
ら
解
消
し
た
と
察
せ
ら
れ

る。
隔
離
欺
態
が
解
消
す
る
と
、
従
来
の
居
民
の
外
に
、
こ
の
地
に
来
て
定

住
す
る
女
員
人
・
朝
鮮
人
も
現
わ
れ
た
。
朝
鮮
園
と
の
関
係
は
後
に
論
ず

る
が
、
女
員
人
の
こ
の
地
へ
の
流
入
の
さ
ま
を
『
大
明
貫
録
』
で
は
た
と

え

は:

永
繁
七
年
六
月
丁
未
。
敷
答
河
千
戸
所
鎮
撫
弗
里
出
、
忽
見
海
街
所
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鎮
撫
火
羅
孫
は
皆
自
陳
し
東
寧
衡
に
居
ら
ん
こ
と
を
願
う
。
之
に
従
う
。
礎
部
に
命
じ
給
賜
す
る
こ
と
例
の
如
し
。

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

い
ま
明
園
京
師
に
来
て
東
寧
衛
へ
の
居
住
の
許
可
を
求
め
た
女
員
人
の
記
事
を

『
大
明
貫
録
』

か
ら
抽
出
し
、

記
事

の
所
在
と
所
属
街
名

・
人
名
を
表
に
す
る
と
前
頁
の
よ
う
に
な
る
。

景
泰
年
間
以
後
の
来
住
希
望
者
は
稀
と
な
る
。
こ
れ
は
一
に
は
東
寧
衡
が
後
読
の
如
く
自
在
州
に
吸
牧
さ
れ
た
の
で
入
居
者
は
自
在
州
に
入

籍
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め、

こ
に
は
、
景
泰
年
間
以
後
の
女
員
人
の
明
園
流
入
者
の
多
く
が
、
金
州
・

復
州

・
海
州

・
南
京
錦
衣
衛
に
牧

容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
痛
で
あ
ろ
う
。

来
朝
者
に
は
回
賜
が
給
さ
れ
た
ほ
か
、
別
に
遼
東
都
司
か
ら
房
屋
器
皿
等
の
生
活
用
品
が
興
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
『
大
明
貫
録
』
宣
徳

元
年
二
月
庚
午
そ
の
他
の
僚
に
記
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。

次
に
東
寧
衛
へ
の
朝
鮮
園
人
の
流
入
の
さ
ま
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
明
代
の
東
寧
衛
は
女
異
人
の
町
で
も
あ
り
、

且
前
代
に
引
き
つ
づ
き
朝
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第
四
節

東
市平衡

へ
の
朝
鮮
園
人
の
流
入

鮮
人
の
街
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
は
朝
鮮
の
人
び
と
に
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

『
李
朝
太
宗
貫
録
』
六
年
五
月
壬
子
の
候
に
は
朝
鮮

通
事
康
邦
拡
が
復
州
で
朝
鮮
信
侶
海
捕
に
あ
い
、
朝
鮮
語
を
以
て
い
つ
わ
り
問
い
か
け
た
話
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
言
葉
に
「
我
は
東
寧
衡
の

百
戸
也
。
お
よ
そ
こ
の
衛
に
居
る
者
は
皆
朝
鮮
の
人
也
。
汝
が
来
た
と
聞
き
、
量
郷
曲
の
一意
な
か
ら
ん
や
一
と
見
え
る
。

ま
た

『
李
朝
世
組
貫

録
』

十
年
八
月
壬
午
朔
の
僚
に
記
さ
れ
る
同
知
中
極
院
事
梁
誠
之
の
上
書
に
、

臣
が
『
遼
東
志
』
を
見
る
に
、
東
寧
街
所
属
の
高
麗
人
は
洪
武
年
聞
に
三
蔦
除
人
、

永
築
時
に
及
び
漫
散
箪
も
亦
四
寓
徐
人
な
り
。
今
遼

東
の
戸
口
は
、
高
麗
人
が
十
の
三
に
居
る
。
西
は
遼
陽
よ
り
東
は
開
州
に
至
り
南
は
海
蓋
諸
州
に
至
る
ま
で
、
緊
落
相
属
す
。

と
見
え
、
ほ
ぽ
同
文
が
『
李
朝
容
宗
貫
録
』
元
年
六
月
辛
巳
の
僚
に
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
前
記

一
文
中
の

「
遼
東
戸
口
、
高
麗
人
居
十
之
三
」

が
後
者
で
は

「
遼
東
戸
口
、
東
寧
衛
居
十
之
三
」
と
な
っ
て
い
る
。
雨
者
と
も
同
じ
趣
旨
の
事
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
前
者
の
高
麗
人
が
後



者
で
は
東
寧
衛
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
梁
誠
之
は
東
寧
衛
人
を
高
麗
人
と
同
義
語
に
使
用
し
て
い
る
が、

遼
東
人
口
の
三
割
は
東
寧
衛

人
、
す
な
わ
ち
高
麗
人
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
代
の
遼
東
地
方
で
朝
鮮
系
の
東
寧
衛
人
が
増
加
し
つ

つ
あ
る
こ
と
を
、
あ
ざ
や
か
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
本
衆
の

東
寧
衛
の
人
口
が
自
然
増
を
繰
返
し
た
結
果
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
し
い
入
居
者
が
朝
鮮
か
ら
流
入
し
た
理
由
に
も
よ
る
。

示
す
と
、

東
寧
衛
と
朝
鮮
と
の
聞
に
は
、
古
く
か
ら
私
的
往
来
が
あ
っ
た
。
ま
ず
東
寧
衛
軍
人
と
な
り
な
が
ら
、
再
び
朝
鮮
に
も
ど
っ
た
者
の
例
か
ら

た
と
え
ば
江
界
の
住
民
金
加
勿
等
五
人
の
男
女
は
遼
東
に
逃
げ
東
寧
衛
軍
と
な
っ

た
が
、
世
宗
三
年
(
永
楽
十
九
)
故
郷
を
思
慕
し
て

朝
鮮
に
逃
げ
諦
り
、
捕
え
ら
れ
て
遼
東
に
護
迭
さ
れ
た
し
(
『
李
朝
世
宗
貫
録
』
三
年
四
月
己
未
)
、
ま
た
東
寧
衛
軍
人
朴
都
千
備
は
永
繁
三
年
(
太

宗
五
)
妻
任
氏
と
子
息
の
朴
嵩
伊
・
朴
邦
伊
を
つ
れ
朝
鮮
の
別
東
村
に
逃
亡
し
た
が
、
そ
の
後
朴
都
干
儒
が
死
亡
し
た
の
で
、
妻
任
氏
は
東
寧

衡
に
在
住
す
る
次
男
の
朴
隆
を
頼
り
、
朴
嵩
伊
を
残
し
朴
邦
伊
等
十
七
人
を
つ
れ
、
世
宗
二
十
四
年
東
寧
衡
に
鯨
っ

た
と
い
わ
れ
(
『
李
朝
世
宗

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
(
『
李
朝
世
宗
寅
録
』
一
一
一
十
一
年
八
月
己
未
)
な
ど
の
例
が
あ
る
。

し
か
し
東
寧
衛
人
が
朝
鮮
に
流
入
す
る
の
は
む
し
ろ
例
外
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貫
録
』
二
十
四
年
十
二
月
辛
亥
)
、

ま
た
土
木
の
饗
に
さ
い
し
遼
東
守
備
に
任
じ
て
い
た
高
麗
系
東
寧
衛
人
が
朝
鮮
義
州
へ
の
入
居
を
希
望
す
る
と

で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
明
園
に
迭
還
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
朝
鮮
流
入
の
東
寧
衛
人
は
歎
う
る
に
足
り
な
か
っ
た
と
言
え

ょ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
わ
ず
か
の
朝
鮮
流
入
者
を
も
逼
じ
て
東
寧
衡
の
貧
情
が
卒
安
道
居
民
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
多
数
の
圏
外

逃
亡
者
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
代
中
期
以
後
、
遼
東
人
口
の
三
割
を
高
麗
人
が
占
め
る
と
い

っ
た
事
鐙
の
進
行
は
、
主
に
遼
陽
東
寧
衛
人
口
の
自
然
増
と
卒
安
道
居
民
の

圏
外
逃
亡
、
東
寧
衛
お
よ
び
遼
東
ヘ
の
流
入
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
卒
安
遁
居
民
の
圏
外
逃
亡
は
窮
乏
の
極
み
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
卒
安
道
居
民
に
は
他
道
の
居
民
に
も
課
さ
れ
る
通
常
の
賦
役
の
外
に
、
彼
等
に
特
に
赴
京
使
臣
の
護
迭
の
役
を
課
せ
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
護
迭
の
役
の
苛
酷
さ
に
つ

い
て
、
世
租
十
年

(
天
順
三
〉

八
月
、

同
知
中
枢
院
事
梁
誠
之
は
上
書
し
て

693 

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

『
李
朝
世
租
貫
録
』
十
年
八
月
壬
午
朔
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
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臣
籍
か
に
惟
う
に
、
卒
安
道
、

一境
は
遼
港
に
連
な
る
。
撫
緩
の
方
は
慮
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。

(
中
略
〉
今
江
透
防
成
の
傍
は
更
に
論
ず
る

を
必
せ
ず
。
赴
京
の
使
臣
は
前
後
に
相
望
み
、
例
と
し
て
乾
糧
を
賜
う
外
、
路
上
の
私
贈
は
或
は
数
十
石
に
至
り
、
食
物
は
之
に
倍
す
。

こ
れ
は
神
が
運
び
鬼
が
較
す
る
に
非
ず。

み
な
迎
護
迭
箪
が
持
て
る
馬
に
騎
載
し
、
之
を
受
く
。
此
の
如
く
し
て

一
人
一
年
に
或
は
再
三

行
す
。
夏
の
雨
、
多
の
雲
に
頭
畜
は
焼
死
す
。
宰
馬
の
骨
は
連
り
て
路
に
棄
て
ら
る
。
或
は
借
入
に
し
て
父
兄
に
代
り
て
行
く
者
あ
り
。

こ
こ
を
以
て
破
産
し
、
こ
こ
を
以
て
遼
蓋
に
逃
入
す
る
者
は
幾
千
蔦
人
な
る
を
知
ら
ず
。

ま
た
成
宗
五
年
(
成
化
十
一
)
二
月
、
執
義
玄
碩
圭
は
啓
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

卒
安
道
、
境
は
上
園
に
連
な
る
。
赴
京
使
臣
の
路
は
必
ら
ず
此
に
由
る
。
迎
迭
の
弊
は
言
う
に
た
う
べ
か
ら
ず
。
一連
事
・
押
物
と
魚
る
者

は
務
め
て
一
商
販
を
欲
し
貨
物
を
多
粛
し
、
書
紋
官
と
交
り
て
禁
抑
す
能
わ
ざ
ら
し
む
。
而
し
て
使
者
と
な
る
者
も
往
往
に
し
て
反
っ
て
之

と
同
心
し
利
を
奪
う
。
そ
の
貨
物
を
碍
稔
す
る
際
、
馬
の
倒
死
せ
る
も
の
は
路
に
相
望
む
。

聖
節

・
正
朝

・
謝
恩
の
使
は
歳
ご
と
に
之
な

き
は
無
く
、
馬
を
買
い
て
駄
載
す
。
産
業
は
蕩
然
と
な
り
民
は
支
す
能
わ
ず
。

潜
か
に
遼
東
地
面
に
投
ず
る
者
も
亦
多
く
之
あ
り
。

民
丁
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は
日
ご
と
に
削
ら
れ
而
し
て
園
家
は
之
を
知
ら
ず
。
こ
れ
細
故
に
非
ざ
る
な
り
(
『李
朝
成
宗
貧
録
』
五
年
二
月
壬
戊)。

以
上
の
護
言
に
領
事
金
碩
も
同
意
を
示
し
、

鴨
緑
江
は
氷
合
せ
ば
江
に
沿
い
て
上
下
す
る
は
坦
道
を
履
む
が
如
く
阻
碍
な
し
。
東
寧
衛
の
徴
税
は
は
な
は
だ
砂
し
。
民
の
潜
投
は
果
し

て
所
啓
の
如
し
。

且
赴
京
使
臣
は
必
ら
ず
舌
人
(
通
事
)
に
偲
り
て
華
語
を
通
ず
。

高
里
の
行
に
量
人
情
な
か
ら
ん
や
。
こ
れ
禁
ず
能
わ

ざ
る
所
以
な
り
。

と
玄
碩
圭
の
護
言
を
補
足
し
て
い
る
。
成
宗
十
六
年
三
月
に
は
司
諌
院
正
言
李
績
が
、

七
枯
以
北
は
馬
は
姥
れ
人
も
間
る
。
民
は
そ
の
苦
に
堪
え
ず
し
て
東
寧
衡
に
入
る
者
多
し
。
今
赴
京
の
行
に
宗
宰
貿
易
の
物
を
持
つ
を
許

さ
る
。
弊
源
一
た
び
聞
か
れ
末
流
は
塞
ぎ
難
し
。
卒
安
の
民
は
何
時
に
か
蘇
復
せ
ん
や

(『
李
朝
成
宗
貫
録
』

十
六
年
三
月
丁
未〉
。

と
震
言
し
て
い
る
か
ら
、
使
臣
、
が
貿
易
品
を
携
行
す
る
こ
と
は
公
認
さ
れ
て
い
た
。
従

っ
て
そ
れ
は
護
送
軍
の
負
捨
を
一
一
暦
過
重
な
も
の
に
し



て
い
た
。

ま
た
成
宗
十
一
年
(
成
化
十
六
〉
四
月
、

ね
、
苦
し
み
に
耐
え
ず
東
寧
衛
に
逃
亡
す
と
述
べ
て
い
る
(
『
李
朝
成
宗
貫
録
』
十
一
年
四
月
笑
亥
〉
。
こ
と
に
注
目
す
べ
き
は
全
州
府
予
李
封
の
護

領
事
韓
明
治
も
郷
吏
の
い
な
い
卒
安
道
州
郡
の
特
別
の
事
情
を
述
べ
、
人
民
が
一
人
で
数
役
を
粂

言
で
あ
っ
て
、
彼
は
東
寧
衛
に
逃
が
れ
る
者
は
ま
だ
し
も
人
民
中
の
豪
壮
者
で
あ
っ
て
、
無
力
の
老
弱
は
運
鞍
の
苦
に
よ
り
圏
第
す
と
述
べ
て

し
る
。

『
李
朝
成
宗
貫
録
』
十
四
年
四
月
丁
亥
の
僚
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

彼
の
(
卒
安
黄
海
〉
南
道
は
年
年
農
業
を
失
い
易
く
、
人
民
の
残
、
騨
路
の
困
は
他
道
に
く
ら
べ
首
円
高
な
り
。
況
や
本
朝
お
よ
び
皇
朝
の

使
命
冠
蓋
が
相
望
み
、
絡
揮
と
し
て
絶
え
ず
。
こ
こ
を
以
て
民
の
豪
批
な
る
者
は
東
寧
衛
に
潜
鼠
し
、
老
弱
は
験
運
の
苦
に
困
舞
し
日
ご

と
に
蔵
残
す
。
慮
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

李
封
は
重
ね
て
上
書
し
、
義
州
の
開
防
を
固
め
、
「
避
役
之
民
之
潜
鼠
東
寧
衛
者
」
を
取
締
る
よ
う
勤
め
た
が
、
そ
の
義
州
は
「
夜
牢
猶
不
閉

城
門
」
(
『
李
朝
成
宗
寅
録
』
十
五
年
一
一
一
月
葵
卯
)
と
い
っ
た
朕
態
で
、
開
防
な
ど
な
い
に
等
し
い
か
ら
居
民
の
逃
亡
は
防
ぎ
ょ
う
が
な
い
。

卒
安
道
人
民
の
疲
弊
の
根
源
と
な
っ
た
護
迭
箪
の
貧
情
と
辛
酸
第
苦
に
つ
い
て
は
、
卒
安
道
観
察
使
成
慣
が
具
陸
的
に
述
べ
て
い
る
。

朝
成
宗
貫
録
』
十
七
年
十
月
己
卯
の
僚
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
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『
李

そ
の
力
役
に
困
ず
る
所
以
は
赴
京
護
迭
の
第
、
沿
漫
防
成
の
苦
に
他
な
ら
ず
。
臣
得
て
以
て
之
を
言
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
赴
京
に
は
聖
節

使
・
正
朝
使
・
千
秋
使
あ
り
、

そ
の
外
に
も
別
躍
奏
聞
使
あ
り
。

遼
東
押
解
官
に
は
三
年
ご
と
に
管
押
使
あ
り
。

そ
の
護
迭
人
馬
の
数

は
、
少
け
れ
ば
数
十
、
多
け
れ
ば
数
百
。
義
州
よ
り
遼
東
に
到
る
に
は
そ
の
路
は
近
か
ら
ず
e

大
概
五
日
の
程
也
。
夏
は
霧
雨
を
冒
し
大

河
を
渡
る
。
或
は
淫
療
に
阻
ま
れ
或
は
泥
棒
に
陥
る
。
鍛
糧
は
中
絶
し
飢
色
は
掬
す
ベ
し
。
多
は
北
風
を
遡
り
積
雲
を
凌
ぐ
。
竪
氷
凝
泣

り
ね
ず
み
)
毛
の
如
く
拳
曲
し
て
行
か
ず
。

し
最
霜
濠
例
た
り
。
膚
は
寒
く
衣
は
薄
し
。

面
は
黒
色
の
如
く
ロ
は
閉
じ
て
語
る
を
得
ず
、
指
は
直
と
な
り
結
ぶ
を
得
ず
e

人
も
馬
も
姥
倒
し
路
に
相
縫
ぐ
。

馬
は
婿
(
は

前
者
の
未
だ
還
ら
ざ
る
に
後
者
が
縫
い
で
起
る
。
循
環
絡
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鐸
し
休
息
な
し
。
農
事
は
顧
る
に
暇
あ
ら
ず
、
妻
子
は
保
す
る
を
得
ず
。
こ
れ
を
言
う
だ
に
於
ロ
巴
た
る
べ
し
。
聖
上
は
安
ぞ
こ
の
極
に
至
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れ
る
を
知
ら
ん
。

彼
は
更
に
語
を
つ
い
で
遼
東
以
南
海
州
蓋
州
の
東
か
ら
鳳
嵐
山
の
麓
に
到
る
肥
沃
な
卒
野
に
朝
鮮
系
住
民
の
家、
か
軒
を
連
ね
て
お
り
、
彼
等
が

卒
安
道
避
役
の
民
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

臣
叉
見
る
に
、

遼
東
以
南
海
州
蓋
州
の
東
よ
り
鳳
皇
山
の
麓
に
至
る
ま
で
、

そ
の
地
は
贋
遠
に
し
て
数
百
里
を
下
ら
ず
。
人
家
は
櫛
比
し

禾
稼
は
野
を
被
い
、
生
歯
は
漸
く
盛
ん
な
り
。
人
は
皆
漢
語
を
解
せ
ず
、
専
ら
我
園
の
号一
口を
用
ぅ
。
も
し
我
が
人
を
見
れ
ば
争
い
て
郷
邑

を
聞
い
そ
の
族
層
を
導
く
。
土
地
は
膏
鏡
に
し
て
征
税
は
は
な
は
だ
軽
し
。
遼
東
は
叉
東
寧
衡
を
置
き
綬
撫
し
て
や
ま
ず
。
臣
お
も
う
に

本
道
避
役
の
民
な
れ
ば
安
ぞ
彼
に
投
ぜ
ざ
る
を
知
ら
ん
。
鴨
水
の
氷
堅
く
し
て
義
州
に
瓶
入
る
の
時
に
嘗
り
、
長
歌
し
て
渡
江
す
と
雄
も

執
か
こ
れ
を
逼
む
る
者
あ
ら
ん
や
。

年

(
成
宗
十
二
)
明
園
が
鳳
風
山
の
東
に
械
を
建
設
し
、

か
よ
う
に
し
て
遼
東
東
八
姑
地
方
は
、
朝
鮮
か
ら
の
逃
来
者
を
も
吸
牧
し
、
嘗
て
の
荒
野
に
新
し
い
村
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
成
化
十
七

鳳
風
城
と
名
附
け
丘
一馬

一
千
を
常
駐
せ
し
め
、

鳳
嵐
山
の
東
北
、

襲
陽
に
至
る
聞
に

-108ー

敬
蓋
十
三
座
、
通
達
壁
の
東
南
よ
り
沿
江
に
至
る
聞
に
も
敬
蓋
二
十
二
座
を
設
け
、
そ
の
他
に
銭
寧
壁
、

寧
夷
壁
等
を
新
設
し
、
各
屯
に
兵
馬

五
百
を
駐
屯
さ
せ

(『
大
明
憲
宗
寅
録
』
成
化
十
七
年
六
月
笑
酉
)

ま
た
弘
治
元
年
(成
宗
十
九
年
)、
金
州
、
蓋
州
、
東
寧
衛
等
の
四
千
戸
を
鳳
風

山
に
移
住
せ
し
め
て
か
ら
(
『李
朝
成
宗
貫
録
』

十
九
年
八
月
乙
卯
)
、
こ
の
地
方
の
安
全
は
前
代
に
も
増
し
て
確
保
さ
れ
、

た
く
ま
ず
し
て
朝
鮮
か

ら
多
く
の
逃
来
者
を
誘
致
す
る
に
到
っ
た
。

ず、
も
と
よ
り
東
寧
衛
人
を
含
む
東
八
姑
の
居
民
と
て
明
固
か
ら
納
税
の
義
務
は
課
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
額
は

一
年
に
米
三
斗
に
過
ぎ

一
家
の
人
口
が
如
何
に
多
く
と
も
一
人
が
出
役
す
れ
は
他
は
役
を
菟
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
朝
鮮
か
ら
の
逃
亡
民
を
誘
う
要

因
で
あ
っ
た
。

『
李
朝
成
宗
貫
録
』
二
十
年
六
月
丙
辰
の
僚
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る。

同
知
中
植
府
使
成
健
が
書
啓
し
て
日
く
(
中
略
)
況
や
今
中
朝
は
鎖
鋪
を
新
設
し
、
漸
く
我
が
境
に
近
づ
く
。
民
の
潜
投
は
も
っ
と
も
慮

る
ベ
し
。
臣
が
年
前
註
京
の
時
、
東
八
姑
の
居
人
に
見
え
、
賦
税
カ
役
の
軽
重
を
問
う
。
答
え
て
日
く
、
耕
す
所
は
多
し
と
雄
も
一
年
の



と
。
そ
の
税
役
の
寛
な
る
こ
と
此
の
如
し
。
且
土

地
は
沃
鏡
に
し
て
異
に
所
謂
楽
土
な
り
。
常
時
の
赴
京
の
行
、
す
べ
て
人
に
随
い
往
還
す
る
際
、

馬
が
或
は
病
を
生
ず
れ
ば
、
則
ち
東
八

姑
沿
道
の
人
家
に
寄
置
く
。
糧
の
或
は
足
ら
.
さ
れ
ば
従
っ
て
之
に
貸
す
。
そ
の
人
は
本
我
が
閣
の
人
。
語
音
は
相
同
じ
。
我
園
の
人
を
待

つ
こ
と
親
戚
と
異
な
る
な
し
。
港
民
に
し
て
如
し
投
ぜ
ん
と
す
る
者
の
あ
ら
ん
も
誰
か
敢
て
之
を
拒
ま
ん
や。

東
八
姑
沿
道
の
居
民
は
、
朝
鮮
か
ら
の
放
人
に
極
め
て
親
切
で
、
使
節

一
行
を
遇
す
る
こ
と
親
戚
の
如
く
、

預
け
て
置
く
こ
と
も
で
き
、
食
糧
が
不
足
す
れ
ば
貸
し
て
く
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

納
税
は
た
だ
米
三
斗
な
り
。
家
ロ
は
多
し
と
難
も
一
人
出
役
す
れ
ば
絵
は
皆
役
な
し
、

一
行
の
病
馬
は
沿
道
の
人
家
に

第
五
節

東
寧
衛
人
口
の
横
散

東
寧
衛
住
民
の
人
口
は
、
前
述
の
梁
誠
之
の
護
言
で
は
、
明
初
に
お
い
て
三
高
徐
人
と
な

っ
て
い
る
が
、
嘉
靖
十
六
年
重
修
の
『
遼
東
志
』

に
よ
れ
ば
、
一
五
、
六
三
四
名
、

騎
馬
兵
二
、
四

O
八
名
、
歩
兵
二
三
二
名
、
屯
田
軍
三
O
六
名
、
煎
盤
軍
四
八
名
、
妙
鎮
軍
七

O
名
と
な
っ

て
い
る
。
後
者
の
数
は
前
者
の
そ
れ
に
比
し
て
約
四
割
減
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
者
の
数
は
「
洪
武
隔
離
期
」
の
異
常
事
態
に
お
け
る
一
時
的
過
密
現
象
で
あ
っ
て
、
永
築
年
聞
に
事
買
上
隔
離
が
解
か
れ
る
と
、

多
く
の
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人
々
は
域
外
に
た
ち
退
き
、
人
口
は
急
激
に
減
少
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
人
口
は
自
然
増
と
南
北
か
ら
の
流
入
者
と
を
反
復
吸
牧
し
て
増
加

し
た
。

し
か
し
贋
さ
に
限
り
の
あ
る
東
寧
衛
の
域
内
で
人
間
生
活
を
無
理
な
く
お
こ
な
う
震
に
は
人
口
に
も
自
ら
限
界
が
生
じ
、
飽
和
獄
態
に

い
っ
た
ん
流
入
し
た
人
口
は
周
溢
地
域
に
援
散
し
は
じ
め
る
。

達
す
る
と
、

た
と
え
ば
『
李
朝
成
宗
貫
録
』
十
一
年
正
月
戊
子
の
傑
に
は
、
成
化
十
五
年
役
の
さ
い
に
捕
え
ら
れ
た
東
寧
衛
婦
女
子
の
話
が
-記
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
成
化
十
五
年
十
二
月
九
日
、
鴨
緑
江
を
渡
っ
た
朝
鮮
軍
は
建
州
女
直
の
地
方
で
那
迭
と
名
乗
る
一
婦
人
を
捕
え
た
。
三
十
九
歳
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の
こ
の
女
性
は
、
元
東
寧
街
人
で
馬
軍
の
某
男
と
結
婚
し
、

(
東
寧
街
)
城
を
離
れ
る
こ
と
西
方
三
日
程
の
韓
頭
目
屯
に
お
い
て
生
活
し
た
と

言
い
、
同
時
に
捕
え
ら
れ
た
加
航
世
と
稽
す
る
三
十
三
歳
の
女
性
は
、
康
俊
γ

千
戸
李
陽
の
部
下
の
金
小
廠
の
娘
で
、

東
寧
衛
の
金
千
戸
の
儀
丁
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の
金
乃
寄
に
嫁
し
、
城
西
三
日
程
の
栗
洞
屯
に
夫
と
共
に
居
住
し
た
と
言
い
、
要
姐
と
い
う
二
十
五
歳
の
女
性
は
東
寧
衛
前
所
総
旗
の
王
海
の

息
女
で
、
同
衛
総
旗
趨
者
王
国
字
の
餓
丁
越
李
に
嫁
し
、
城
東
学
日
程
の
塔
見
嶺
屯
に
夫
と
共
に
居
住
し
た
し
、
古
加
伊
と
い
う
十
八
歳
の
女
性

は
東
寧
衛
馬
軍
屋
成
の
徐
丁
の
雀
曾
の
息
女
で
、
百
姓
金
海
山
に
嫁
し
、
城
西
五
日
程
の
字
削
莫
羅
屯
に
夫
と
共
に
生
活
し
、

十字
巴
と
い
う
十

八
歳
の
女
性
は
、
東
寧
衡
軍
人
内
隠
松
の
息
女
で
百
姓
王
泰
に
嫁
し
、
城
南
五
日
程
の
阿
相
恰
屯
に
夫
と
共
に
居
住
し
た
。
か
よ
う
に
東
寧
衛

人
で
あ
り
な
が
ら
、
城
を
遠
く
離
れ
て
居
住
す
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
東
寧
衛
人
が
籍
の
み
は
東
寧
衡
に
在
り
な
が
ら
、
居
住
圏
を
燐
散

さ
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
ら
ば
東
寧
衛
人
は
、
ど
の
地
方
ま
で
披
散
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か。

た
と
え
ば

容
宗
元
年
(
成
化
五〉

申
叔
舟
は

東
寧
衛
人
は
義

州
の
境
に
連
居
し
て
い
る
と
言
っ

て
い
る
(
『李
朝
容
宗
寅
録
』
元
年
六
月
辛
酉
)
。

ま
た
朝
鮮
成
宗
十
年
間
十
月
、

掌
令
成
健
が
、

明
園
の
建
州

出
兵
に
さ
い
し
、
朝
鮮
も
出
兵
す
れ
ば
遁
明
使
節
の
往
来
の
さ
い
中
途
で
女
員
の
侵
掠
を
受
け
る
の
で
刺
検
業
よ
り
入
明
し
た
い
と
進
言
し
た

時
、
こ
れ
を
受
け
て
領
事
手
弼
一商一が

「
請
兵
事
、
今
未
的
知
。

言
語
行
事
、
皆
如
我
園
人
。
」
(
『李
朝
成
宗
賓

録
』
巻

二

O
、
十
年
間
十
月
己
未
)
と
言
っ
て
い
る
。

刺
検
察
の
住
民
は
み
な
東
寧
衛
人
だ
と
い
う
の
で
あ
る。

刺
検
察
は
刺
検
閲
で
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且
其
慮
居
人
、

皆
東
寧
衛
人
、

『
遼
東

志
』
巻
二
、
開
梁
の
項
に
「
刺
検
閥
、

遼
陽
城
南
一
百
七
十
里
」
と
見
え
る
。

ま
た

『
燕
山
君
日
記
』
四
年
十
二
月
壬
寅
に
は
、
麓
路
鯨
の
馬
軍
で
あ
っ
た
郭
成
が
罪
を
得
た
話
が
記
さ
れ
る
が
、
郭
成
は
東
寧
衛
土
人
で

あ
っ
た
。
蕗
路
は
溶
陽
の
識
嶺
と
の
中
聞
に
位
置
す
る
市
街
で
あ
る
。
ま
た
『
李
朝
中
宗
貫
録
』

二
十
三
年
八
月
琴
亥
の
僚
に
は
、
雀
林
と
い

う
中
園
人
の
護
言
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
「
我
等
本
以
東
寧
衛
人
、
居
住
子
湯
姑
西
百
里
許
臨
江
地
方
」
と
言
っ
て
い
る
。

湯
拍
(
湯
山

城
)
は
朝
鮮
貫
道
の

一
騨
で
朝
鮮
園
に
近
い
。

こ
う
し
た
朝
鮮
貢
遁
の
沿
濯
が
東
寧
衛
人
の
居
住
圏
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
東
寧
衛
軍
人
が
巡
察

を
要
す
る
匿
域
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
李
朝
世
宗
貫
録
』
二
十
年
正
月
丙
午
の
僚
に
は
、
東
寧
衛
指
揮
使
李

俊
が
、
東
寧
衛
左
千
戸
所
副
千
戸
金
額
を
帯
同
し
、

遼
陽
か
ら
頭
館
姑
を
鰹
て
刺
検
察
に
到
る
二
百
五
十
絵
里
、
お
よ
び
刺
検
察
か
ら
開
州
姑

に
到
る
百
二
十
絵
里
の
道
路
を
巡
察
し
、
遼
東
都
司
に
報
告
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
お
そ
く
と
も
正
統
年
間
以
後
は
東
寧
衛



興
味
深
い
。

の
か
な
り
の
人
員
が
朝
鮮
貢
道
を
中
心
と
し
た
周
迭
に
横
散
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
聞
の
事
情
を
論
じ
た
領
議
政
韓
致
亨
の
瑳
言
は

『
燕
山
君
日
記
』
八
年
四
月
辛
末
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

た
だ
遼
東
等
地
は
も
と
高
句
麗
の
地
な
り
。
鴨
緑
江
よ
り
遼
河
に
到
る
ま
で
、
所
居
の
人
は
皆
我
園
の
民
な
り
。
高
皇
一
脅
一
が
初
め
て
天
下

を
定
め
鴨
緑
を
以
て
界
と
魚
す
。
商
圏
人
民
の
相
互
往
来
を
慮
り
、
東
寧
衛
を
設
け
以
て
元
居
の
民
を
居
ら
し
め
地
界
を
し
て
裁
然
と
限

隔
せ
し
む
。
そ
の
後
遺
陽
の
人
戸
は
漸
く
盛
と
な
り
、
東
八
拍
に
於
て
散
虚
耕
食
す
。

る
。
-
初
め
て
襲
陽
壁
を
置
き
、
次
に
鳳
鳳
城
を
置
き
、
今
叉
湯
拍
を
置
く
。
義
州
を
距
つ
こ
と
わ
ず
か
半
日
程
な
り
。
中
園
は
朝
鮮
朝
貢

こ
こ
を
以
て
し
ば
し
ば
野
人
の
中
園
侵
掠
を
被

の
路
と
矯
す
と
揚
言
す
と
雄
も
、

買
は
則
ち
八
枯
を
以
て
内
地
と
矯
し
、
闇
土
の
計
を
帰
す
也
。

洪
武
年
聞
に
明
園
は
東
寧
衛
を
設
け
、
原
住
民
す
な
わ
ち
高
麗
人
女
員
人
を
住
ま
わ
せ
、
地
界
を
限
り
裁
然
と
隔
離
し
た
が
、
そ
の
後
遼
陽
の

人
口
が
過
剰
と
な
っ
た
た
め
、
徐
剰
人
戸
を
東
八
砧
地
方
に
散
居
耕
食
せ
し
め
た
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
前
に
述
べ
た
梁
誠
之
の
護
言
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
彼
は
「
遼
東
戸
口
、
高
麗
人
居
十
之
三
L

「
遼
東
戸
口
、
東
寧
衛
居
十
之
三
」

(
李
朝
容
宗
元
年
六
月
辛
巳
)
と
述
べ
て
い
る。

彼
は
高
麗
人
と
東
寧
衡
人
と
を
同
義
的
に
使
用
し

こ
う
し
た
混
用
は
他
に
も
類
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
は
じ
め
朝
鮮
系
の
東
寧
衛
人
が
東
寧
衡
を
出
て
東
八
泊
地
方
に
住
み
つ

つ
い
で
朝
鮮
園
か
ら
の
逃
亡
者
も
こ
の
地
方
に
住
み
つ
き
、
寅
際
に
は
東
寧
衛
に
籍
を
持
た
ぬ
者
ま
で
も
東
寧
衛
人
と
呼
ば

(
李
朝
世
祖
十
年
八
月
壬
午
朔
)
と

、、、
、しv
-
T
U

て
い
る
が
、

く
よ
う
に
な
り
、

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
震
に
混
用
が
お
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
六
節

東

寧

衛

の

改

組

一
部
の
達
官
人
等
が
自
在
州
開
属
と
な

っ
て
い
る
。
次
に
こ
の
事
を
説
き
た
い
が
、
そ
れ
に
は
ま

ず
東
寧
衛
人
の
朝
貢
貿
易
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

正
統
八
年
三
月
、
東
寧
衝
が
改
組
さ
れ
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東
寧
衡
人
は
永
幾
年
間
以
降
し
ば
し
ば
明
園
に
朝
貢
し
、
活
設
に
交
易
に
従
事
し
た
。
東
寧
衡
人
の
明
園
へ
の
朝
貢
に
つ
い
て
は

『
大
明
貫
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録
』
で
は
、
た
と
え
ば

ω永
繁
二
十
一
年
十
一
月
甲
辰
、
遼
東
東
町
手
術
指
揮
苦
里
不
花
等
二
十
九
人
、
馬
お
よ
び
方
物
を
進
む
。
各
持
統
衣

一
襲
及
紗
綿
布
を
賜
う

こ
と
差
あ
り
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
東
寧
街
人
の
肩
書
に
指
揮

・
千
戸

・
百
戸
等
の
肩
書
を
記
し
た
も
の
と
、

ω宣
徳
二
年
夏
四
月
己
卯
、

遼
東
東
市平
衡
縫
官
指
揮
同
知
乞
多
寄
、
指
揮
念
事
察
恰
等
、
来
朝
し
馬
を
貢
す
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
縫
官
、
土
官
な
ど
と
記
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
韓
官
、
土
官
と
は
北
方
民
族
の
中
園
来
蹄
者
の
中
で
官
を
授
け
ら
れ
た

者
を
言
う
。
従
っ
て
韓
官
と
書
か
れ
て
い
な
く
と
も
、

ωの
苦
里
不
花
の
よ
う
に
北
方
民
族
に
し
て
受
官
し
た
者
は
韓
官
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ

る
。
鍵
官
と
は
縫
担
の
官
の
一
意
で
あ
っ
て
、
韓
組
は
も
と
も
と
は
タ
タ
l
ル
部
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
代
で
は
冗
良
晴
・
瓦
刺
等

の
モ

ン
ゴ
ル
系
部
族
も
そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
元
代
の
黒
龍
江
下
流
域
の
女
員
族
が
水
達
達
と
稽
さ
れ
た
よ
う
に
、
女
員
も
し
ば

「
達
賊
」
「
達
達
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
し
た
が
っ
て
「
東
寧
衛
縫
官
」
の
大
部
分
は
女
異
人
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
ま
た

し
ば

「
達
官
」

-112ー

朝
鮮
系
の
人
々
も
「
東
寧
衡
縫
官
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
ま
明
の
開
園
期
か
ら
正
統
七
年
ま
で
に
到
る
東
寧
衡
人
の
朝
貢
の
記
事
を

『
大
明
貫
録
」

か
ら
抽
出
し
、

そ
の
所
在
年
月
日
の
み
を
表
に

す
る
と
次
頁
の
よ
う
に
な
る
。

朝
貢
者
の
貢
物
の
主
要
な
物
は
「
馬
及
方
物
」
で
、
稀
に
羊
(
宣
徳
二
年
正
月
壬
辰
)
が
あ
り
、

正
統
年
間
以
後
に
詔
鼠
皮
(
正
統
五
年
三
月
辛

酉
)
が
現
わ
れ
る
。
遼
陽
城
や
東
寧
衛
内
で
馬
を
牧
養
し
、

紹
鼠
皮
を
生
産
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
等
の
品
は
塞
外
か
ら
供
給

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
入
手
方
法
と
し
て
は
、
自
ら
塞
外
に
出
て
交
易
す
る
か
、
開
原
馬
市
で
入
手
す
る
か、

個
人
的
に
女
員
人
と
接

な
ど
の
方
法
が
あ
っ
た
。

中
園
人
は
塞
外
に
自
由
に
出
入
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
蹄
降
人
の
中
で
も
安
祭

・

(
7
)
 

自
在
二
州
の
そ
れ
の
み
は
出
境
を
許
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
自
由
に
塞
外
に
出
て
貢
物
を
購
入
し
て
い
た
。
東
寧
衛
に
つ
い
て
は
特
に
規
程
は
な

燭
し
て
入
手
す
る
、

い
が
、
後
設
す
る
如
く
東
寧
衡
は
全
鐙
と
し
て
覇
康
街
の
性
格
を
持
ち
、
正
統
八
年
頃
ま
で
は
中
園
人
監
督
官
は
在
職
は
し
て
も
有
名
無
賓
の



東寧衛人朝貢表

永繁 19.正.丁卯 宣徳 3. 11.丙寅

21. 11 甲辰 グ 12.壬午

22.正.己丑 4. 6.壬寅

/f 6.戊申 11 7.戊午

グ 12. 甲子 5. 6.己卯 ・丙申

洪隈元.12.笑未 6. 4.壬子 ・戊午

/f グ丁重 /f 5.己丑

宣徳元.正.葵丑 8. 3.笑未

/f グ甲寅 11 4.甲午

/f 2.庚午 9. 6.了卯・甲申

グ 10.了丑 正統 2. 5.笑丑

/f グ己丑 3. 3.乙巳

グ 11.辛卯 グ 11.己丑

/f グ丙辰 4. 3 壬申

2.正.壬辰・乙卯 /f 5 丁卯

/f 4.己卯 グ 11. 己酉

/f 8.庚申 5. 3.笑卯朔

か 10.庚辰 /f グ辛酉

グ 11.辛卯 /f 9.笑卯

3. 4.笑丑朔 6.正.乙巴

/f グ丁巳 /f 3 丙寅

/f グ辛未 /f 4.壬午

/f か己卯 7.正.己巳

グ閏4.丁亥
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あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
か
ら
、
東
寧
衛
人
も

自
由
に
出
境
し
、
交
易
に
従
事
し
た
と
察

せ
ら
れ
る
。

『
大
明
曾
典
』
等
に
徴
し
て
も
、
東
寧

衛
の
朝
貢
に
闘
す
る
定
例
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
朝
貢
制
限
令
が
出

さ
れ
、
朝
貢
回
数
が
定
例
化
さ
れ
た
正
統

四
年
八
月
の
四
年
後
に
、
東
寧
衛
が
事
責

上
解
桂
樹
民
貌
を
と
げ
た
理
由
に
よ
る
。
永

-113ー

祭
十
九
年
以
後
正
統
六
年
に
到
る
ま
で
、

東
寧
衛
人
の
朝
貢
に
制
限
の
加
え
ら
れ
た

こ
と
は
な
い
。
朝
貢
に
さ
い
し
て
、
彼
等

に
も
繰
幣
、

製;

付
紙
衣
、

紗

綿
布
、

羅
、
絹
、
金
織
襲
衣
、
冠
得
、
鞍
馬
、
鹿

帽
等
が
回
賜
と
し
て
興
え
ら
れ
た
。
こ
の

事
は
彼
等
が
中
園
領
域
内
に
住
み
な
が

ら
、
外
夷
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

一
誼
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
遼
東
に
お
け
る
女
員
馬
の
職
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入
は
、
成
租
の
軍
馬
増
産
の
方
針
に
添
っ
て
、
永
築
年
聞
に
は
ほ
ぼ
無
制
限
に
お
こ
な
わ
れ
、
宣
徳
年
間
に
あ
っ
て
も
こ
の
政
策
は
受
け
縫
が

れ、

こ
れ
に
と
も
な
い
女
員
の
朝
貢
人
員
は
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。
前
記
の
東
寧
衛
人
朝
貢
表
中
、
永
紫
、

宣
徳
年
聞
の
件
数
の
多
さ
は
、
貿

易
の
繁
築
を
反
映
し
て
い
る
。

し
か
し
正
統
二
年
十
月
お
よ
び
四
年
八
月
に
、
主
に
海
西
女
直
を
封
象
と
し
て
朝
貢
制
限
令
が
公
布
さ
れ
、
人
数
は
一
衛
に

つ
き
二

・
三
人

か
ら
四

・
五
人
ま
で
、
回
数
は
一
年
一
貢
乃
至
三
年

一
貢
、
時
期
は
農
隙
に
限
る
と
定
め
ら
れ
た
。
か
よ
う
な
制
限
が
も
う
け
ら
れ
た
の
は
、

(
8〉

彼
等
の
朝
貢
の
鴛
に
宿
騨
の
煩
第
が
重
な
り
、
農
民
の
農
務
を
妨
害
し
、
撫
賞
と
回
賜
が
明
園
の
負
措
と
な
っ
た
、
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。
そ

し
て
正
統
六
年
、
東
寧
衛
達
官
等
の
朝
貢
に
つ
い
て
も
制
限
さ
れ
て
い
る
。

『
大
明
英
宗
貫
録
』

正
統
六
年
二
月
戊
寅
の
候
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。行

在
錦
衣
衛
構
俸
都
指
揮
ム
炊
事
陳
友
等
言
う
。
遼
東
東
寧
衛
及
び
安
楽

・
自
在
二
州
寄
住
達
官
人
等
は
紫
年
進
貢
し、

時
月
を
限
ら
ず
多

-114ー

く
家
人
を
脅
し
賞
賜
を
貧
困
し
、
遁
ぐ
る
所
で
軍
民
を
第
擾
し
農
務
を
妨
療
す
。
乞
う
ら
く
は
遼
東
鎮
守
穂
兵
等
官
に
致
し
て
議
令
せ
し

め
、
今
後
は
み
な
農
隙
の
時
を
待
ち
て
進
貢
し
、
家
人
を
多
帯
す
る
を
容
し
、
前
弊
を
麗
む
な
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。

右
文
に
よ
れ
ば
農
隙
に
は
進
貢
し
て
も
よ
い
よ
う
に
讃
め
る
が
、

貫
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
明
園
の
女
員
貿
易
に
劃
す
る
禁
止
的
制
限
令
の
除

波
を
受
け
、
東
寧
衛
人
の
朝
貢
は
翌
七
年
で
絶
え
て
い
る
。

朝
貢
が
絶
え
た
理
由
は
右
の
制
限
令
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

正
統
八
年
、
開
原
城
に
在
っ
た
自
在
州
が
遼
陽
に
移
さ
れ
、
東
寧
衡
の
達

(
9
)
 

官
人
が
自
在
州
の
州
籍
に
移
管
さ
れ
た
震
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
大
明
英
宗
貫
録
』
正
統
八
年
三
月
甲
成
の
篠
に
衣
の
よ
う
に
記
さ

れ
る
。

遼
東
締
丘
ハ
官
都
督
ム炊
事
曹
義
奏
す
。
永
祭
問
、
開
原
城
に
安
祭

・
自
在
二
州
を
設
立
す
。
毎
州
に
額
と
し
て
官
吏
四
員
名
を
除
し
専
ら
三

高

・
遼
海
二
街
の
蹄
降
達
官
人
等
を
撫
安
せ
し
む
。
そ
の
東
寧
衛
関
降
達
官
人
等
は
、
も
と
街
門
の
官
員
の
管
麗
な
し
。
乞
う
ら
く
は
自

在
州
連
官
人
等
を
安
祭
州
の
管
属
に
併
せ
、
そ
の
自
在
州
官
吏
は
遼
東
都
司
に
徒
し
、
城
に
在
っ
て
街
門
を
設
立
し
、
東
寧
衡
な
ら
び
に



附
近
の
海
州
・
落
陽
中
等
衛
蹄
降
達
官
人
等
を
撫
安
せ
し
む
れ
ば
南
便
な
る
に
庶
か
ら
ん
。

こ
こ
に
永
築
年
間
以
後
の
自
在
州
の
歴
史
に
も
立
入
っ
て
曹
義
の
所
論
に
説
明
を
加
え
る
と
、
上
奏
中
に
言
う
安
楽

・
自
在
二
州
に
官
吏
四
員

(
中
略
)
之
に
従
う
。

を
置
い
た
と
は
『
大
明
太
宗
貫
録
』
永
築
六
年
五
月
甲
実
に
、

命
じ
て
遼
東
自
在
快
活
二
城
に
自
在
安
楽
二
州
を
設
け
し
む
。
毎
州
、
知
州
一
員
・
吏
目
一
員
を
置
く
。

と
あ
り
、
ひ
き
つ
づ
き
六
月
乙
酉
に
、

遼
東
自
在
安
繁
二
州
に
同
知
判
官
各

一
員
を
添
設
す
。

と
記
さ
れ
る
事
貫
を
指
す
。
嘉
靖
十
六
年
重
修
の
『
遼
東
士
山
』
巻
五
、
官
師
志
に
は
自
在
州
知
州
に
柴
凱
以
下
六
名
、
吏
目
三
名
、

安
楽
州
知

州
に
劉
永
成
以
下
五
名
、
吏
目
四
名
を
列
記
し
て
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
中
園
人
で
あ

っ
た
。
勿
論
彼
等
は
必
ら
ず
し
も
初
設
嘗
時
の
知
州
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
が
、
永
築
年
間
以
来
正
統
年
聞
に
到
る
自
在
州
知
州
も
中
園
人
の
文
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
開
原
は
永
楽
四
年
三
月
、
馬

市
が
開
設
さ
れ
て
以
来
、
遼
東
最
北
で
最
大
の
交
易
場
と
な
り
、
内
外
の
商
人
が
輯
湊
し、

・来
田
町
者
も
増
加
し
て
い
た
の
で
永
繁
六
年
に
到
り

民
政
機
関
で
あ
る
州
を
設
置
し
、
中
園
人
を
知
州
に
任
命
し
、
中
園
支
配
の
貫
績
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

F

、υ

東
寧
衛
で
は
こ
の
期
に
到
る
ま
で
監
督
官
臆
も
官
吏
も
な
か

っ
た
と
言
う。

で
、
東
寧
衛
に
も
明
園
人
の
役
人
は
い
た
。
す
な
わ
ち
洪
武
十
九
年
、
東
寧
衝
の
創
設
の
さ
い
左
右
中
前
後
の
五
所
が
設
立
さ
れ
、

漢
軍
は
中

所
に
属
し
、
定
遼
前
衛
指
揮
余
事
丙
恭
が
こ
れ
を
領
す
と
定
め
ら
れ
た
が
、
十
円
恭
が
領
し
た
の
は
中
所
だ
け
ら
し
く
、
衛
の
長
官
は
存
在
し
な

か
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
永
祭
七
年
、
奴
見
干
都
指
揮
使
の
設
置
と
同
時
に
、
東
寧
衡
指
揮
康
旺
と
い
う
者
が
狗
砧
を
設
け
、
海
青
等
の
歳
貢
を

遁
迭
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
が
『
大
明
太
宗
貫
録
』
永
築
七
年
間
四
月
己
酉
の
篠
に
e

記
さ
れ
、

ま
た
宣
徳
六
年
、
東
寧
衛
指
揮
使
康
政
と
い
う
者

が
、
軍
土
を
撫
他
し
兵
馬
を
整
簡
し
た
功
に
よ
り
都
指
揮
ム
炊
事
に
超
任
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
『
大
明
宣
宗
寅
録
』
宣
徳
六
年
三
月
戊
子
に
記
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
彼
等
が
東
寧
衝
で
如
何
よ
う
な
職
務
を
果
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
上
に
、
彼
等
が
中
園
人
で
あ
っ
た
と
い
う
謹
擦
も
な

い
。
恐
ら
く
曹
義
の
言
う
如
く
「
達
官
を
監
督
す
る
よ
う
な
(
中
園
人
の
)
街
門
官
員
の
管
胃
腸
」
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
輯
燦
の
睡

し
か
る
に
曹
義
に
よ
れ
ば
、

た
だ
し
こ
れ
に
は
注
樺
が
必
要

703 
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例
に
お
い
て
女
員
諸
衡
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
し
く
明
園
の
領
域
内
に
鶴
燦
衡
を
設
け
た
に
等
し
い
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
制
度
上
の
不
備
を
解
決
し
、
東
寧
衡
の
達
官
と
住
民
を
監
督
す
る
魚
、
前
記
の
如
く
曹
義
の
上
奏
は
裁
可
さ
れ
、
正
統
八

年
三
月
、
開
原
の
自
在
州
が
解
鐙
さ
れ
、
自
在
州
の
達
官
人
等
は
安
祭
州
所
属
と
な
り
、
ひ
き
つ
づ
き
開
原
に
居
住
さ
せ
ら
れ
た
の
に
射
し
、

中
園
人
で
あ
る
自
在
州
官
吏
は
遼
陽
の
遼
東
都
司
に
移
さ
れ
、
新
た
に
役
所
が
設
立
さ
れ
、
東
寧
街
、

海
州
、
藩
陽
中
街
等
の
信
仰
降
達
官
人
を

撫
安
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
東
寧
衡
は
解
佳
し
、

一
部
の
東
寧
街
達
官
人
は
自
在
州
開
属
と
な
っ
た
。

こ
の
時
、
永
楽
八
年
三
月
、

遼
陽
に
移
設
さ
れ
た
役
所
は
、

や
は
り
自
在
州
と
呼
ば
れ
た
。

祭
七
年
置
、
治
開
原
城
内
、
所
領
新
附
夷
人
、
後
徒
治
子
遼
陽
城
内
」

と
見
え
、

『
全
遼
志
』

在
州
の
名
が
見
え
、
正
統
八
年
以
後
の

『
大
明
寅
録
』
の
記
述
に
も
、
た
と
え
ば
景
泰
二
年
正
月
乙
丑
に
「
遼
東
自
在
州
縫
官
指
揮
阿
卜
刺
等

来
朝
貢
馬
」
と
見
え
る
か
ら
、
自
在
州
は
場
所
を
愛
え
、
新
た
な
使
命
を
に
な
っ
て
存
績
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
曹
義
の
言
う
よ
う
に
、

『
遼
東
志
』
巻

て
地
理
志
に
「
自
在
州
、

、氷

「
遼
陽
銀
城
園
」
に
も
、
東
寧
衛
の
西
方
に
自

自
在
州
に
東
寧
街

・
海
州
衛
・
渚
陽
中
衡
の
蹄
降
達
官
人
が
所
属
さ
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
景
泰
年
聞
に
は
六
回
に
お
よ
び
、

来
間
者
が
海
州
衡
に
居
住
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
す
く
な
く
と
も
海
州
街

・
溶
陽
中
衡
の
人
々
、
が
自
在
州
に
移
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
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h
k
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・
ナ
九
、
L
Vそ

れ
な
ら
東
寧
衡
の
達
官
人
等
は
自
在
州
に
吸
牧
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
東
寧
衡
の一

部
の
達
官
人
は
自
在
州
開
属
と
な

っ

た
が
、
大
部
分
の
者
は
従
来
の
如
く
東
寧
衡
に
残
留
し
た
と
思
う
。

そ
の
理
由
の

一
一
は
『
遼
東
志
』
巻
三
、

丘
(
食
志
、
武
備
の
項
に
記
さ
れ
る
戸
口
数
で
あ
っ

て
、
東
寧
衛
一
五
、

六
三
四
に
封
し
、

自
在
州
は

て
五
三
九
と
な
っ
て
い
る
。
戸
口
数
と
あ
る
の
は
鯉
口
数
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、

東
寧
衡
の
組
口
数
に
比
し
て
自
在
州
の
そ
れ
は
十
分
の

一
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
吸
牧
し
た
と
は
言
い
難
く
、
賞
情
は
そ
の

一
割
ほ
ど
が
分
属
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

理
由
の
二
は
東
寧
衡
達
官
人
の
記
事
が
、
そ
の
後
多
少
と
も
記
録
に
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
大
明
貫
録
』
正
統
十
年
二
月
甲

寅
に
東
寧
街
指
揮
念
事
牙
首
吉
の
子
が
代
職
し
た
と
あ
り
、
正
統
十
四
年
二
月
丙
寅
に
東
寧
衛
指
揮
殺
事
撒
因
加
の
子
が
襲
職
し
た
と
記
さ
れ



る

ま
た
『
李
朝
貫
録
』
に
は
世
宗
二
十
五
年
(
正
統
八
)
以
後
に
も
東
寧
衛
達
官
人
の
記
録
が
多
く
現
わ
れ
る
し
、

し
か
し
自
在
州
に
逃
入
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
の
で
あ
る
。

長
年
に
わ
た

っ
て
朝
鮮

園
人
が
東
寧
衛
に
逃
入
し
た
記
録
も
現
わ
れ
る
。

東
寧
衛
達
官
人
の
一
部
は
自
在
州
の
州
籍
に
移
籍
さ
れ
た
に
し
て
も
、
大
部
分
は
従
来
と
同
様
に
東
寧
衡
に
所
属
し
、
以
前
と
か
わ
ら
ぬ
生

活
を
迭
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の

『
大
明
貫
録
』
に
東
寧
衛
人
朝
貢
の
記
事
が
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
現
わ
れ
な
い
の
は
、
彼
等
が

建
前
ど
お
り
自
在
州
人
と
し
て
朝
貢
し
た
こ
と
、
正
統
六
年
二
月
以
後
、
朝
貢
が
禁
止
的
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
、

開
原
、
撫
順
に
私
市
場
と
し

て
の
互
市
が
設
け
ら
れ、

朝
貢
せ
ず
と
も
利
潤
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

な
ど
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
建
前
で
あ

れ
、
明
園
は
何
故
東
寧
衛
を
自
在
州
に
吸
牧
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
東
寧
衛
は
初
設
以
来
中
園
人
長
官
に
よ
る
支
配
も
な
く
自
治
に
任

さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
溢
外
の
女
員
衡
の
一
が
中
圏
内
に
出
現
し
た
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
の
で
、
冗
員
と
思
わ
れ
る
自
在
州
官
吏
を
撤
牧

し
、
東
寧
衛
人
を
管
理
さ
せ
、
貫
質
的
に
東
寧
衡
を
解
鐙
し
て
取
潰
し
、
中
園
へ
の
蹄
腐
を
名
買
と
も
に
貫
現
さ
せ
よ
う
と
期
待
し
た
の
で
あ
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ろ
う
。

第
七
節

東
寧
衡
人
の
生
活

以
上
述
べ
た
よ
う
に
明
代
の
東
寧
衡
は
、
女
員
人
と
朝
鮮
人
と
が
雑
居
す
る
多
民
族
市
街
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
町
の
人
々
の
生
活
と
特
色
に

つ
い
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

彼
等
は
民
族
固
有
の
言
語
を
保
存
し
て
い
た
。
ま
ず
朝
鮮
系
の
東
寧
衡
人
は
、
役
所
に
射
し
て
は
漢
語
を
用
い
た
が
、

家
庭
に
あ
っ
て
は
朝

鮮
語
を
保
存
し
て
い
た
。
『
李
朝
成
宗
貫
録
』
二
十
年
七
月
甲
子
の
僚
に
記
さ
れ
る
大
司
憲
朴
槌
等
の
剖
子
に
、

且
東
八
拍
数
百
里
の
居
民
と
東
寧
衛
の
民
は
、
官
府
に
お
い
て
は
則
ち
漢
語
を
用
い
、
自
ら
家
人
と
相
語
る
に
は
我
が
(
朝
鮮
の
)
園
語

を
用
う
。
元
は
卒
安
の
民
に
し
て
高
皇
の
時
に
刷
去
さ
れ
し
者
也
。

705 

と
記
さ
れ
、

『
李
朝
成
宗
貫
録
』
二
十
三
年
八
月
壬
寅
所
載
の
慎
承
善
の
議
に
も
「
東
寧
衛
人
は
我
が
園
人
と
語
一耳目
相
同
じ
。
恐
ら
く
は
是
東
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寧
衛
分
従
の
民
也
」
と
記
さ
れ
る
。

東
寧
衡
人
は
言
語
の
み
な
ら
ず
住
居
や
衣
服
に
も
朝
鮮
の
風
俗
を
保
存
し
て
い
た
。

『
李
朝
成
宗
貫
録
』

二
十
三
年
八
月
戊
申
の
僚
に
所
牧

の
直
思
恨
の
議
に

「東
寧
街
人
は
、
そ
の
居
虚
言
語
衣
服
は
我
園
人
と
異
な
る
な
し
」
と
記
さ
れ
、
同
書
六
年
五
月
笑
一
亥
の
僚
に
記
さ
れ
る
申

叔
舟
の
琵
言
に
も
、
次
の
よ
う
に
同
様
の
趣
旨
が
示
さ
れ
る
。

上
回
く
、
上
洛
府
院
君
が
嘗
て
言
う
、
遼
東
に
現
に
人
あ
り
、
そ
の
言
貌
は
ま
こ
と
に
我
園
人
也
。
近
ご
ろ
備
の
遼
東
に
漕
投
す
る
者
あ

(
申
)
叔
舟
日
く、

遼
東
は
も
と
我
園
の
地
也
。
臣
は
世
宗
朝
に
お
い
て
し
ば
し
ば
遼
東
に
往
き
東
寧
衛
人
に

り
。
是
ま
た
験
也
、
と
。

見
ゆ
。
そ
の
言
語
衣
服
飲
食
は
皆
我
園
と
同
じ
。
漢
語
は
則
ち
能
わ
ざ
る
也
。
そ
の
人
は
能
く
忠
清
黄
海
道
の
邑
名
を
言
い
て
日
く
、
我

が
故
郷
也
。
天
下
も
し
凱
れ
な
ば
嘗
に
衡
を
奉
げ
て
本
聞
に
蹄
附
せ
ん
、
と
。

領
事
予
弼
一
商
が

刺
検
察
地
方
の
東
寧
衛
人
の
言
語
行
事
が
み
な
朝
鮮
園
人
と
同
様
で
あ
っ

た
と
言

っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た

(『李
朝
成
宗
安
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録
』
十
年
間
十
月
己
未
〉
。

く
わ
し
い
資
料
は
遣
存
し
な
い
け
れ
ど
も
、
女
員
人
の
場
合
も
家
庭
に
お
い
て
は
女
輿
語
、
貿
易
や
役
所
と
の
折
衝
で
は
漢
語
と
い
う
パ

イ

リ
ン
ガ
ル
な
生
活
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
に
は
モ
ン
ゴ
ル
語
や
そ
の
他
の
言
語
に
通
じ、

マ
ル
チ
・
リ

ン
ガ
ル
の
特
技
を
持

っ
た
者
も
い

た
に
ち
が
い
な
い
。
東
寧
衛
人
の
言
語
は
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
特
技
を
生
か
し
、
外
交
使
節
と
し
て
、
ま
た
逼
事
と
し
て
活

躍
す
る
者
も
現
わ
れ
た
。

)
 

1
ム(
 
外
交
使
節
の
輩
出

東
寧
衛
か
ら
は
明
代
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
幾
多
の
外
交
使
節
を
生
み
出
し
て
い
た
。

い
ま
『
大
明
貫
録
』

『
李
朝
貫
録
』

か
ら
主
な

記
事
を
抽
出
し
て
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω『
大
明
太
宗
貫
録
』
永
繁
元
年
五
月
乙
巴
、

東
寧
衛
千
戸
王
得
名
に
紗
百
七
十
六
錠
紙
幣
七
表
裡
鯵
衣
二
襲
を
賜
う
。
得
名
は
先
に
朝
鮮



に
往
き
遼
東
散
漫
軍
士
を
招
撫
し
業
に
復
せ
し
む
。
男
婦
の
来
蹄
者
は
高
五
百
二
十
五
ロ
な
り
。
故
に
之
を
嘉
す。

ω『
大
明
宣
宗
貫
録
』
洪
照
元
年
十
二
月
丁
一
亥
、
東
寧
衛
指
揮
愈
事
金
撃
等
が
建
州
左
衛
指
揮
余
事
猛
寄
帖
木
児
木
暗
等
を
招
識
し
京
に
至

り
馬
を
貢
す
。

ω『
大
明
宣
宗
貫
録
』
宣
徳
元
年
春
正
月
戊
午
、
建
州
左
衛
指
揮
余
事
塔
阿
察
撒
里
不
蘭
乞
、
自
在
州
寄
住
指
揮
余
事
木
苔
暗
に
命
じ
て
指

(
中
略
)
そ
の
東
寧
衛
指
揮
金
聾
の
招
誌
に
従
い
還
り
し
放
を
以
て
也
。

揮
同
知
と
篤
す
。

ω『
大
明
宣
宗
貫
録
』
宣
徳
二
年
九
月
丁
亥
、
遼
東
都
指
揮
同
知
康
旺
を
陸
し
都
指
揮
使
と
掃
す
。

(
中
略
)
東
寧
衛
指
揮
使
金
撃
を
都
指

揮
余
事
と
魚
す
。
旺
等
は
累
ね
て
奴
見
干
に
使
し
招
識
す
c

上
は
そ
の
第
を
念
い
故
に
こ
の
命
あ
り
。

同
『
大
明
宣
宗
貫
録
』
宣
徳
七
年
二
月
戊
申
、
東
寧
等
衛
千
戸
李
欽
等
に
命
じ
、
教
を
粛
し
、
建
州
に
往
き
招
識
せ
し
む
。

ω『
大
明
英
宗
貫
録
』
正
統
八
年
夏
四
月
乙
未
、
東
寧
宿
正
千
戸
王
武
を
陸
し
指
揮
愈
事
と
震
す
。

(
中
略
)
冗
良
暗
に
使
せ
し
功
を
以
て
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也
的
『
李
朝
世
宗
貫
録
』
十
三
年
九
月
乙
酉
、
威
吉
道
監
司
啓
す
。
序
班
雇
員
高
誠
等
十
一
人
は
款
を
粛
し
斡
木
河
に
往
く
。
軍
二
十
名
を
遣

り
護
迭
せ
し
む
。

川開『
李
朝
世
宗
貫
録
』

二
十
三
年
三
月
戊
午
、
卒
壌
少
晋
ノ
宋
儲
が
遼
東
の
差
遣
せ
る
東
寧
衛
千
戸
金
賓
の
賢
し
来
れ
る
敷
書
を
傍
受
し
行
宮

に
到
る
。

制
『
李
朝
世
宗
貫
録
』
二
十
五
年
七
月
庚
辰
、

卒
安
道
観
察
使
が
馳
啓
す
。

東
寧
街
指
揮
王
昇
が
款
を
奉
じ
て
来
り
義
州
に
傍
附
し
て
還

る。

帥
『
李
朝
文
宗
貫
録
』
二
年
二
月
己
丑
、
正
朝
使
が
通
事
官
同
用
智
を
遣
し
て
報
ず
。
東
寧
街
千
戸
金
賓
が
款
を
賀
し
て
出
来
す
。
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ωの
東
寧
衛
千
戸
王
得
名
は

『
李
朝
太
宗
賃
銭
』
三
年
(
永
雌
木
元〉

正
月
辛
卯
に
「
遼
東
千
戸
王
得
名
、

見
え
る
人
物
で
、
永
繁
元
年
、
東
鐙
τ
衡
か
ら
の
逃
亡
軍
人
を
遼
東
に
迭
還
す
る
痛
の
使
節
と
し
て
朝
鮮
に
衆
国
し
た
。

百
戸
主
迷
失
帖
等
、

奉
敷
書
至
」
と
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ω・
ω・
川仰
の
金
躍
は
『
李
朝
太
宗
貫
録
』
五
年
四
月
庚
寅
に
「
朝
廷
遁
百
戸
金
盤
、
到
東
北
面
。
皇
帝
一
議
毛
憐
地
面
冗
良
恰
蔦
戸
把
見
遜

著
和
答
失
等
知
道
」
と
あ
り
、
同
書
太
宗
六
年
十
二
月
丁
未
に

「
東
寧
街
千
戸
金
盤
、
百
戸
李
賓
、
費
躍
部
洛
、
倍
来
」
と
見
え
る
人
物
で
、

し
ば
し
ば
朝
鮮
に
来
園
し
、
東
北
面
女
員
の
招
撫
や
逃
亡
軍
人
の
探
索
に
首
っ
た
。
彼
は
中
園

・
朝
鮮
の
二
園
語
に
堪
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
世
宗
六
年
(
永
繁
二
十
二
〉
に
は
女
員
地
方
を
訪
れ
、

童
猛
寄
帖
木
見
の
家
で
酒
を
飲
み
、
嫌
員
冗
秋
恰
の

E
乙
加
恰
と
争
闘
を
お
こ

し
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
(
『李
朝
世
宗
貫
録
』
六
年
八
月
戊
午
〉
、
恐
ら
く
女
員
語
に
も
通
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

川
仰
の
東
寧
衛
千
戸
李
欽
は

『
李
朝
世
宗
貫
録
』
十
三
年

(宣
徳
六
)
九
月
琴
亥
に

「
賜
序
班
崖
員
高
誠
、

(
中
略
)
震
向
威
士
口
遁
」
と
見
え
る
人
物
で
、
援
員
等
と
斡
木
河
に
行
き
、
海
青
、
土
豹
の
捕
獲
に
嘗
っ
た
。 指

揮
李
亮
、

千
戸
李
欽
、
衣
一
製

川
仰
の
王
武
は
宣
徳
八
年
に
海
西
女
民
に
使
節
と
し
て
放
行
し
た
こ
と
も
あ
り

(『李
朝
世
宗
貫
録
』
十
五
年
九
月
己
主
)
、
宣
徳
八
年

(
世
宗
十
五

年
)
に
朝
鮮
に
入
園
し
て
以
後

(『李
朝
世
宗
賃
銭
』
十
五
年
十
一
月
己
丑)、

宣
徳
九
年
十
月
に
入
園
(
『李
朝
世
宗
貫
録
』
十
六
年
十
月
乙
卯
)
、

正
統
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十
四
年
九
月
に
入
園
(
『李
朝
世
宗
貫
録』

三
十
一
年
九
月
丙
戊
〉
、

景
泰
元
年
(
文
宗
零
〉
頃
に
は
海
西
地
方
に
敷
使
と
し
て
按
行
し
た

(『朝
鮮
文
宗

貫
録
』
元
年
正
月
甲
辰
)
。

『
李
朝
世
宗
貫
録
』
三
十
一
年
九
月
丙
氏
の
僚
に
は
「
王
武
起
立
、
至
永
謄
大
君
、
謂
謀
者
目
、
必
殿
下
所
鍾
愛
也
」

と
見
え
る
か
ら
、
彼
は
朝
鮮
語
は
解
し
な
か
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
海
西
女
員
に
使
し
、
正
統
八
年
に
は
冗
者
衛
人
と
冗
良
恰
地
方
に
使
し
て
い

る
か
ら
、
彼
は
本
来
女
異
人
で
、
女
員
語
と
中
園
語
が
話
せ
、
い
く
ば
く
か
の
蒙
古
語
を
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

仰
の
崖
民
も
し
ば
し
ば
朝
鮮
に
使
節
と
し
て
来
園
し
、
世
宗
十
三
年
に
は
童
猛
寄
帖
木
見
に
あ
て
た
明
園
皇
帝一
の
敷
書
を
捕
え
、
建
州
左
衛

に
使
し
た
。
彼
に
つ
い
て
の
評
言
が

『
李
朝
世
宗
貫
録
』
十
五
年
間
八
月
庚
申
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

援
員
。
東
寧
衡
人
な
り
。
本
園
の
言
語
を
暁
解
す
。
朝
廷
は
員
を
以
て
序
班
と
篤
し
本
園
の
入
朝
使
臣
を
掌
待
せ
し
む
。
人
と
な
り
軽
薄

多
言
な
り
。

彼
も
ま
た
朝
鮮
語
と
中
園
語
を
話
し
た
と
思
わ
れ
る
。
制

・
帥
の
金
賓
お
よ
び
仰
の
王
昇
は
、
こ
の
他
に
は
消
息
が
停
え
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
明
代
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
多
く
の
外
交
使
節
が
東
寧
衡
人
か
ら
輩
出
し
て
い
る
。
東
寧
衛
人
の
根
源
は
女
員
系
で
あ
り



朝
鮮
系
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
等
は
公
用
語
で
あ
る
中
園
語
を
理
解
す
る
ほ
か
、
家
庭
に
あ
っ
て
は
母
園
語
を
話
し
て
い
た
。
彼
等
は
塞
外
貿
易

に
従
事
し
、
自
由
に
塞
外
に
往
来
し
、
土
地
勘
を
持
ち
、
或
は
塞
外
民
と
親
し
い
人
間
関
係
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
明
園
は
彼
等
の
こ
う

し
た
二
重
園
語
生
活
を
調
法
と
し
、
外
交
的
使
命
を
托
し
た
の
で
あ
る
。

(2) 

逼

事

東
寧
衡
か
ら
多
く
の
通
事
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
も
、
彼
等
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
生
活
を
反
映
し
て
い
る
。

通
事
の
僚
に
は
、

『
遼
東
士
山
』
巻
六
、
人
物
志
、

通
事
。
遼
東
の
例
を
按
ず
る
に
、
朝
鮮
・
女
直
通
事
あ
り
、

四
夷
館
に
迭
り
、
次
を
以
て
鴻
胞
官
に
詮
補
す
。
蓄
く
は
た
だ
東
寧
衛
人
の

み
を
用
う
。
蓋
し
そ
の
族
類
が
語
言
と
習
と
を
同
じ
く
す
る
を
取
る
也
。
こ
の
頃
各
衡
に
も
ま
た
或
は
之
に
震
る
者
あ
り
。

と
記
さ
れ
、
も
と
も
と
は
東
寧
衛
人
の
み
が
通
事
と
な
り
、
四
夷
館
に
迭
ら
れ
て
貫
務
を
開
学
習
し
、

『
遼
東
士
ど
の
右
の
僚
に
は
引
き
つ
づ
き
成
化
年
間
よ
り
嘉
靖
年
聞
に
到
る
各
時
代
の
通
事
名
を
記
し
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
を
示
す
と
次

鴻
胞
官
に
補
任
さ
れ
る
な
ら
い
で
あ
っ
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?この
よ
う
に
な
る
。

成
化
九
人

朝
鮮
遁
事

呉

E
山
東
人
保
充
通
事
歴
陸

者
雄
部
侍
郎
掌
鴻
脇
寺
事

李

調

東
寧
衡
人
保
充
通
事
歴

書
陸
前
軍
都
督
府
経
歴

女
直
通
事

劉

正
十
東
寧
衡
人
保
充
通
事
襲

軍
指
揮
使
充
遼
陽
副
総
丘
ハ

趨
輿
順
敵
陣
一
献
一
諮
問
一
醐
事

劉

百
司
東
径
一衛
人
保
充
通
事
歴

一
刑
陸
右
軍
都
督
府
経
歴

b
』
東
寧
衛
人
保
充
通
事

ヨ
歴
陸
光
旅
寺
署
丞
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格

ヤ白
東
、
術
人
充
補
四
夷

童

館
教
師
陸
光
疎
署
丞

引
円
東
寧
衡
人
由
通
事

医
門
授
序
班
事
見
孝
行

型リ弘
治
十
一
人

朝
鮮
通
事

崖李

ιに
東
寧
術
人
保
充
通

告
事
陸
鴻
腕
寺
主
符

b
f
東
寧
衡
人
保
充

応
通
事
授
席
班

女
直
遁
事

張

田
平
東
寧
術
人
由
通
事

委
授
鴻
脇
寺
序
班

け県山東
市
争
術
人
由
通
事
歴

初
心
陸
鴻
腕
寺
右
少
卿

Z
蜜
γ

遠
術
人
由
通
事

手
陸
鴻
雌
土
寸
主
簿

事
前
屯
衡
人
由
通
事

告
陸
鴻
脳
寺
主
簿

型リ襲ー張正
徳
六
人

李 李 朝
承時鮮
芳亨逼
遁東 事悪 事
事寧陸軍
授H町至術
!字人随人
班由堂由

通

女
直
通
事

-
Z
東
寧
街
人
由
通
事

E
陸
鴻
雌
寺
主
符

王

劉

ま
東
寧
術
人
由
通
事

、
一
歴
陸
光
線
署
丞

李

ら
人
東
寧
術
人
保
充
通

室
事
陸
鴻
腿
寺
主
将

越
景
安
一
時
四
一
一
酔
私
自
制
事

ヨ
旧
東
寧
衡
人
由
通
事

E
J
陸
鴻
艦
寺
主
簿

5
東
寧
衡
人
由
通
事

銭
授
鴻
脇
寺
序
班

北

東
寧
衡
人
由
通
事

負
陸
鴻
腿
寺
主
簿
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劉{事金胡
朝
陽
現
時
一粧町一一諮
踊

趨
文
用
蹴

競
臥
抽

劉
文
漢
撃
一
切
齢



嘉
靖

朝
鮮
遁
事

徐 李
承
華
語
訳
軸

E
定
遼
中
衡
人
由

↓
プ
儒
士
選
充
通
事

李
時
貞
球解
禁
軸
儒

女
直
通
事

張 王
時
宜
蹴
臨
時
…
一
齢

草
取
東
寧
衡
人
由

量
生
員
充
通
事

H
fh

東
寧
街
人
由

雪
儒
士
充
遁
事

朱王

F
日
定
遼
右
衛
人
自

信
通
事
授
序
班

色
町
東
寧
衡
人
由

品
群
生
員
充
通
事

許
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こ
れ
に
よ
れ
ば
成
化
年
聞
の
朝
鮮
逼
事
二
人
の
中

一
人
が
東
寧
衛
人
、
女
直
通
事
七
人
は
全
員
が
東
寧
衛
人
。
弘
治
年
聞
の
朝
鮮
通
事
三
人

は
全
員
、
女
直
通
事
は
八
人
中
六
人
、
正
徳
年
聞
の
朝
鮮
通
事
は
四
人
中
三
人
、
女
直
通
事
は
二
人
と
も
東
寧
衛
人
。
嘉
靖
年
聞
の
朝
鮮
通
事

は
三
人
中
二
人
、
女
直
通
事
は
五
人
中
四
人
が
東
寧
街
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
合
計
す
る
と
朝
鮮
逼
事
は
十
二
人
中
九
人
、
女
直
通
事
は
二
十
二

人
中
十
九
人
、が
東
寧
衡
人
で
あ
っ
て
、
如
何
に
通
事
中
に
東
寧
衡
人
の
占
め
る
割
合
の
大
き
か
っ
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
通
事
が
中
園
人
で
あ
っ
た
か
女
員
系
あ
る
い
は
朝
鮮
系
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
が
、
前
記
の
東
寧
衛
人
朝
鮮
通
事
の
姓
を
見
る
に
、

李
姓
七
、
峯
姓
一
、
越
姓
一
と
な
っ
て
い
る
。
女
直
通
事
は
劉
姓
七
、
王
姓
三
、
越
姓
二
、
金
姓
二
、

修
姓
二
、
張
姓
二
、
許
姓
一

で
あ
る
。

李
、
握
、
越
は
朝
鮮
に
比
較
的
多
い
姓
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
は
朝
鮮
系
住
民
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
女
直
通
事
の
修
姓
の
者
は
恐
ら
く
女

員
系
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
他
の
者
も
中
園
式
の
姓
名
を
名
乗
っ
て
は
い
る
が
、
恐
ら
く
女
員
系
住
民
で
あ
っ
た
ろ
う。

逼
事
の
敏
は
以
上
に
の
み
留
ま
る
の
で
は
な
い
。
『
遼
東
志
』
巻
五
、
官
師
志
、
職
官
の
僚
に
「
通
事
官
、
以
千
百
戸
逼
夷
語
者
、
充
之
」

と
見
え
る
。
通
事
を
必
要
と
し
た
の
は
遼
陽
だ
け
で
は
な
い
。

遼
東
各
地
の
都
市
で
も
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
、
要
求
に
鹿
じ
て
恐
ら

711 
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く
女
員
系

・
朝
鮮
系
の
千
戸

・
百
戸
の
者
が
通
事
に
採
用
さ
れ
て
い
た
。
彼
等
の
す
べ
て
が
東
寧
街
人
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
こ
に
も
東

寧
衡
人
の
活
躍
の
場
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

語
撃
に
堪
能
な
東
寧
街
人
は
、
中
園
人
に
そ
の
能
力
を
か
わ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
母
園
の
人
々
に
も
重
賓
が
ら
れ
て
い
た
。
衣
に
記
す

『
大
明
英
宗
貫
録
』
正
統
七
年
二
月
甲
辰
の
記
録
は
そ
の
一
誼
で
あ
る
。

建
州
衛
門
拳
術
事
都
指
簿
ム
炊
事
李
湖
住
に
紋
議
し
て
日
く

(
中
略
〉
商
は
(
中
略
〉
及
び
奏
し、

遼
東
東
寧
街
軍
人
修
玉
は
女
直
文
字
に
通

暁
す
。

書
掛

(
書
記
)
と
し
て
輿
え
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
う
。

す
で
に
遼
東
総
兵
銀
守
官
に
赦
し
て
本
軍
を
審
査
せ
し
め
、
他
に
違
硬
な
け

れ
ば
す
な
わ
ち
爾
に
障
い
て
同
去
せ
し
む
。

し
か
ら
ざ
れ
ば
東
寧
衛
住
坐
女
直
人
内
に
於
て
別
に
篤
貫
堪
用
の
者
を
選
ば
し
め
爾
に
輿

う

記
)
と
し
て
迎
え
た
い
と
考
え

こ
こ
に
建
州
衡
の
李
満
住
は
、
東
寧
衛
人
に
し
て
女
輿
文
字
に
通
暁
し
て
い
る
修
玉
と
い
う
者
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、

明
園
に
許
可
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
園
も
亦
こ
の
事
に
賛
同
し
、

彼
に
故
障
が
あ
れ
ば
除
人
を
興
え

建
州
衡
の
書
掛
(
書

-124ー

ょ
う
と
ま
で
言
っ

て
い
る
。

か
よ
う
に
東
寧
街
人
は
明
園
の
み
な
ら
ず
女
員
の
地
に
お
い
て
も
活
躍
の
場
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

外
交
交
渉
の
機
微
に
開
輿
し
、
或
は
複
雑
な
文
書
の
作
成
翻
詳
と
折
衝
に
立
曾
う
な
ど
、
東
寧
衡
人
の
果
し
た
役
割
は
極
め
て
重
大
で
あ
っ

た

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
重
大
な
責
務
を
果
す
通
事
、

お
よ
び
そ
の
開
係
者
を
こ
の
町
か
ら
多
数
輩
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
東
m
m
7
衛

が
女
員
人

・
朝
鮮
人

・
中
園
人
の
錯
綜
す
る
多
民
族
市
街
で
あ

っ
た
特
色
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
八
節

東

寧

衛

の

終

鷲

以
上
の
よ
う
に
遼
陽
の
町
は
、

古
く
か
ら
女
輿
人
が
住
み
、
元
代
以
後
朝
鮮
人
も
住
む
よ
う
に
な
り
、
明
代
に
は
東
寧
衡
が
設
置
さ
れ、

女

員
人
と
朝
鮮
人
と
が
雑
居
す
る
多
民
族
市
街
と
な
っ
た
。
朝
鮮
人
町
で
は
朝
鮮
語
が
話
さ
れ
朝
鮮
の
風
俗
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
恐
ら
く
女
員

人
居
住
匡
で
も
女
員
語
、
が
話
さ
れ
、
女
員
の
風
習
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
町
民
の
中
に
は
外
交
使
節
と
し
て
朝
鮮
や
女
員
に



赴
く
者
も
あ
り
、
ま
た
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
生
活
習
慣
の
特
性
を
生
か
し
て
通
事
と
な
り
、
中
園
と
の
外
交
交
渉
や
一商
業
取
引
の
面
で
重
要
な
役

割
を
果
す
者
も
あ
っ
た
。

東
寧
衝
は
、

し
か
し
明
代
に
お
け
る
多
民
族
雑
居
地、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
役
割
を
演
じ
た
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
園
の
領

土
内
に
あ
り
な
が
ら
、
時
到
っ
て
は
容
易
に
呉
民
族
の
中
園
進
入
の
援
貼
と
な
り
得
た
。

『
李
朝
成
宗
寅
録
』
六
年
五
月
琴
亥
一
の
僚
に
記
さ
れ

る
申
叔
舟
の
談
話
に
、
忠
清
道
や
黄
海
道
の
道
邑
を
熟
知
し
て
い
た
と
い
う
朝
鮮
系
東
寧
衛
人
が
、

「
天
下
若
範
、
嘗
奉
衡
蹄
附
本
園
」
と
護

言
し
た
と
記
さ
れ
る
の
が
、
そ
の
一
誼
で
あ
る
。
東
寧
衛
人
の
中
に
は
、
有
事
の
際
に
は
故
園
に
忠
誠
を
示
そ
う
と
す
る
者
も
あ
り
、

清
澄
外
か

ら
の
進
入
者
は
東
寧
衛
人
の
内
雁
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
清
の
太
租
ヌ
ル
ハ
チ
の
如
き
は
、
東
寧
衡
を
外
園
と
す
ら
認
め
て
い
な
い
。

『
満
文
老
楢
」
太
租
二
O
、
天
命
六
年
三
月
の
僚
に
衣
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。
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彼
に
と
っ
て
は
女
員
人
の
住
む
地
は
女
員
の
園
で
あ
り
、
東
寧
衡
は
自
園
の
一
部
で
す
ら
あ
っ
た
。
東
寧
衛
の
占
擦
は
自
圏
領
土
の
依
復
で

し
か
な
か

っ
た
。

天
命
六
年
(
一六
二
一
)
三
月
十
九
日
正
午
、

遼
陽
に
着
い
た
後
金
軍
は
翌
二
十
日
朝
か
ら
城
攻
め
に
か
か
り
二
十

一
日
正

午
に
占
領
し
た
。
恐
ら
く
ヌ
ル
ハ
チ
の
遼
陽
攻
城
に
さ
い
し
て
は
、
居
住
東
寧
街
人
の
中
か
ら
多
く
の
内
陸
者
が
現
わ
れ
、
占
領
と
そ
の
後
の

行
政
を
有
利
に
導
い
た
で
あ
ろ
う
。

洪
武
十
九
年
(
一
三
八
六
〉

七
月
以
来
二
三
五
年
に
及
ぶ
東
寧
衛
の
歴
史
は
、

そ
の
日
幕
を
閉
じ
て
い

る。
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斗
汁
J

寸

H
U

町
山
H
M
-
z

ロ

京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
の
杉
山
正
明
氏
に
は
、
同
盟
o
n
ZY
H
N
g
r
己
主

'oz-
り
す
S
F
同
一
・
吋
雪
印
円
FF
Y

F
戸

戸

町三
g

g
仏

円、。ロ
E
P
H
C
H
Y
宅

・
品
田

l
hH∞⑦・
を
邦
課
し
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

註
(

1

)

岡
田
英
弘

「
元
の
渚
王
と
遼
陽
行
省
」

『
朝
鮮
息
子
報
』
第
十
四
輯
、

一
九
五
九
年
。

(
2
〉
最
近
に
お
け
る
遼
陽
附
近
の
考
古
皐
上
の
設
掘
報
告
に
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

沈
欣
「
遼
陽
唐
戸
屯
一
常
的
漢
墓
』

『考
古
通
訊
』

一
九
五
五

・
四
、

三
五
|
一一一九
頁
。

李
文
信
「
遼
陽
設
現
的
三
座
壁
登
古
墓
L

『文
物
参
考
資
料
』
一

九

五
五

・五、

一
五
|
四
一一
。

東
北
博
物
館
「
遼
陽
三
道
援
雨
座
壁
蛮
墓
的
清
理
工
作
側
報
」

『
文

物
参
考
資
料
』

一
九
五
五
・
一
二
、
四
九
|
五
八
頁
。

陳
大
信
用
「
遼
陽
=一道
援
児
童
整
棺
墓
群
夜
掘
簡
報
」
『
考
古
通
訊
』

一
九
五
六
・

ニ
、
五
四
l
六
二
頁
。

東
北
博
物
館
「
遼
陽
三
道
壕
西
漢
村
落
遣
社
」
『
考
古
撃
報
』

一
九

五
七

・
て
一
一
九
l
一
二
七
頁
。

王
崎
新

「
遼
寧
遼
陽
懸
南
雲
梅
村
壁
一
筆
墓
及
石
墓
」
『
考
古
』

一
九

六
0
・
て
一
六
一
九
。

(

3

)

北
村
秀
人
「
高
麗
時
代
の
溶
王
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

『
人
文
研

究
』
二
四
l
一
O
、
九
三
|
一

四
四
頁、

一
九
七
二

・
十
二
月
。

(
4
〉
岡
田
英
弘
「
元
の
溶
王
と
遼
陽
行
省
」

『
朝
鮮
民
平
報
』
第
一
四
韓
、

一
九
五
九
年
、

五
一
二
一
一
一
|
五
四
三
頁。

(

5

)

杉
山
正
明
氏
が
平
一
押
し
て
下
さ

っ
た
の
は
フ
ラ

ン
ス
の
プ
ロ
シ
ェ

(
開

-E
Z
Z
C
本
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

何
-
∞
-o円
rz-
同N白
M
r
-
ι
c
L・0
g
-
ロ
3
E
F
o
--、H，
bd白門
戸r
y
同・門戸

問、命
正
2

2
ι
F
oロ
ι
o
p
S
F
3・
ι∞
印
|
ム
∞
∞
-

m
g
r
ι
Eeロ
E
-
』
帥
ヨ
ロ
同・叶
E
r
F
r
r
の
謬
に
は
、

杉
山
氏
の

数
一
ボ
を
得
た
が
、
右
の
外
に

HN27正
E
・0
E

斗
同
z
r
.
、『

Z

ω
ロ円。。臼印。
a
o向
。
。
HHmFF同国内
r白
Hf
円円・

ru『
』
・
〉
-
∞
O可
-
0

・
(U
E
u
ri

ユ
内田町
0

・
巴
ロ
・
が
あ
り
、
そ
の
二
八
一

l
二
八
二
頁
に
第
二
の
行
省

に
つ
い
て
次
の
援
な
記
載
が
あ
る
。

ω
2
O
EO-任
。
日
r
E
m
o『
任
命
司
『
。
三
ロ
円
。
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同
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円n
r
o
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ι
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F
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z
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芝
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HE
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え
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CMMY
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F
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向
。
三
件
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ロ問』
F

.
〉
釘
m凶
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司

5
3
p
同ro
臼Oロ
O同
Z
E帥
自
己
目
U
E
ω
白
日
目
』
戸
口
問
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同
〉
-
自
己
目
A
-

E
五
回
目
白
=

N
。.。
r
E
m
白
話
回
g
zoロ史日月
ro『0
・

ま
た
ド
l
ソ
ン

ロ
6
Fg
oロ
の

3z
z
g
H円。

ι
2
7
A
g
moZ
3
に

も、

シ
ン
(
省
〉
に
つ
い
て
の
ラ
シ
l
ド
か
ら
の
抄
誇
が
あ
る
。
佐
口

透
謬

『
モ
ン
ゴ

ル
一
帝
園
史
』
一
一
一に
よ

っ
て
次
に
一
示
す
。

第
二
は
ジ
ユ
ル
チ
ェ
〔
女
輿
〕
と
ソ
ラ
ン
ガ
地
方
の

《
シ
ン
》
で
あ
る
。

こ
の
デ
ィ
l
ワ

l
ン
〔
省
脱
〕
は
ソ
ラ
ン
ガ
の
最
大
の
城
市
ム
ン

・
チ

ユ
ウ

玄
E
n
E
〔
異
本
で
は
チ
ュ
ン

・
チ
ュ
ウ
と
も
讃
め
る
〕

の
城

市
に
お
か
れ
て
い
る
。
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(

6

)

東
寧
安
撫
使
司
の
あ
っ
た
東
寧
府
に
つ
い
て
、
箭
内
亙
氏
は
今
の
遼

陽
と
し
(
「
元
末
明
初
の
所
謂
東
寧
府
に
就
き
て
」
『
満
洲
歴
史
地
理
』

第
二
袋
、
三
六
三
三
七

一
頁
)
、
池
内
宏
氏
は
今
の
山
城
子
附
近
と

さ
れ
(
「
高
麗
恭
慾
王
朝
の
東
寧
府
征
伐
に
つ
い
て
」
『
満
鮮
史
研
究
』

中
世
三
、
一
九
七
|
二
三
四
頁
)
、
和
田
清
氏
は
冗
刺
山
城
か
も
し
れ

ぬ
と
さ
れ
た
(
「明
初
の
満
洲
経
略

・
上」

『東
亜
史
研
究
』
満
洲
篇
、

三
一
三
頁
、
注
目
〉
。

(

7

)

『
大
明
太
宗
貫
録
』
永
築
十
六
年
九
月
戊
申
朔
の
僚
に
、

715 

「
上
議
行

在
兵
部
臣
目
、
近
遼
東
縁
迭
官
軍
、
多
出
境
外
市
馬
、
以
擾
夷
人
、
其

禁
戴
之
。
今
後
非
奉
朝
廷
文
書
、
而
私
出
境
者
、
鹿
以
重
刑
。
其
守
匡

不
殿
管
束
者
、
論
罪
如
律
。
若
安
楽
自
在
等
州
女
直
野
人
縫
組
、
欲
出

境
交
易
、
不
在
比
例
」
と
見
え
る
。

(
8
〉

江
島
欝
雄

「
明
代
女
直
朝
貢
貿
易
の
概
観
」
『
史
淵
』
七
七
、

一
九

五
八
年
、
参
照
。

(
9
〉

自
在
州
に
つ
い
て
は
江
島
寄
雄

「安
祭
自
在
二
州
に
就
て

」
『
史
淵
』

四
八
、
一
九
五

一年、

参
照
。
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text, viz. that it was formed in the beginning of the Han dynasty and

that it expresses the views of contemporary merchants, are, however,

hard to accept. The chapter ｅχpresses what might be called the new

“theory of the state” of the times, a theory that also had ａ place for

the newly risen class of merchants, and the point of view taken in the

text is thus always that of the state and never that of merchants. It

also seems　best to regard the tｅχtas having been formed in the late

Warring States period. ―The tｅχtof the Chapter “On ｌｕχｕｒｙ”is in

great disarray and cannot be regarded as being complete, but if it is

seen in the light of the whole of the Guanが, it can be shown that it

shares in full measure the characteristics of the tｅχtit is ａ chapter of.

One of these characteristics is an emphasis on regional differences and

an opposition to standardisation: it is only by investigating regional

characteristics that the perfection of ａ true state can be brought into

existence. One of the things to be investigated is thus how to integrate

the newly risen class of merchants into the frame of the state. This

approach is the complete opposite of that taken in the Ｈａｎｆｅｉｚi韓非子，

according to which merchants are to be completely suppressed. Both tｅχt

attack frontally the central problems of their time.

THE DONGNING COMMANDERY 東寧衛IN LIAOYANG

　　　　　　　　　

IN THE MING DYNASTY

Kawachi Yoshihiro

　　

In the Ming ａ General Commandant for Liaodong 遼東都指揮使司

was established in Liaoyang, Liaoyang becoming the headquarters for

the frontier defense of the Ming and the governance of the northeast.

To the north of Liaoyang, contiguous to the city wall, there was an area

called Beicheng北城and in Beicheng there was ａ government ｏ伍ce

called the Dongning Commandery. This ｏ伍ce had been established to

isolate the Jurchen and Koreans　living　in　Liaoyang　since　the　Yuan

dynasty and those who had recently surrendered to the Ming from the
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Chinese living in the same area. But when the trade between the Jurchen

and the Ming began to flourish from the Yongle reign period (1403-

1424) on, this state of isolation was as a result discontinued, and Jurchen

from all over the northeast came to live inside the city wall of Liaoyang･

Among them were those who presented tributeto the Ming and occupied

themselves by trade, those who were literatein Jurchen and provided

facilitiesfor written communication between the Jurchen in the northeast

and the Ming dynasty, and those who had learnt Chinese and became

go-betweens in the exchange of information between the Jurchen and

the Ming by acting as interpreters.　Because　of the welcome reception

given to the Koreans envoys to the Ming and the overly heavy imposition

of tａχand corvee in their native country, the flight of the inhabitants

of the Pingan Circuit continued incessantly. Many crossed the Yalu River

and entered the various parts of Liaodong, including the city of Dongning

Commandery. They maintained the language, dress and culinary traditions

of their home country and thus the city became multi-racial. The role

played by the inhabitants of this cityin the diplomatic relations between

north and south and in culturalｅχchangeis not to be overlooked. Because

of the activitiesof these people, it was easy for Nurhaci to attain control

over Liaodong at the end of the Ming.

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE

　　　

HISTORY OF SCHOOL TEACHERS IN

　　　　　　　　　　

MODERN CHINA

ＫＯＢＡＹＡｓＨ工Yoshifumi

　　　

Elementary school teachers in China in the 1920s, though with low

salariesand no guarantees of their status, were pressed by the heavy

work load in their schools. Influenced by the May Fourth Movement,

they formed federations equivalent to teachers' unions in all parts of the

country.

　

The goals of their movement comprised both career
training

through e･ｇ.the practice of joint research, and economic goals such
as

salary raises and the cessation of the delaying of the allocation of gove｡
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